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序章 調査の目的と概要 
 
１．本事業の目的と背景 

 
 厚生労働省は、平成26年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を行い、
社会福祉法人等による住まい確保と生活支援を一体的に提供する取組が、全国15自治体で
実施された。その成果により、地域支援事業の一つである「高齢者の安心な住まいの確保に
資する事業」の拡充が図られ、空き家等の⺠間賃貸住宅への⼊居支援、⼊居後の生活支援が、
平成29年度以降、可能になったところである。 

国土交通省においても、平成29年度から新たな住宅セーフティネット制度がスタートし、
⼊居を拒まない賃貸住宅の登録や、住宅改修費・家賃低廉化助成等の経済的支援、居住支援
法人の指定・居住支援協議会の設立促進等、居住支援を進めるための制度的環境は整備され
てきた。 

ところで地域に目を向けると、高齢者のみ世帯が増加する一方で、施設利用の重点化・効
率化が進み、地域での継続居住を図るための方策として、住まいと生活支援を一体的に提供
する居住支援が有効である。しかし、居住支援に関心があっても、どこから手を付けたらよ
いかわからない、福祉関係者と住宅関係者の接点がない、行政も住宅部局と福祉部局の連携
が困難等、課題が多く、取組が広がっていない現状がある。 

⺠間賃貸住宅における⼊居拒否、退院後の住まい確保、サービス付き高齢者向け住宅や有
料老人ホームに⼊居困難な低所得高齢者等、地域における居住支援のニーズは今後ますま
す高まる。自治体の地域包括ケアシステム構築の上で、居住支援は重要な施策の一つである。 

そこで、居住支援の取組意向をもつ社会福祉法人や自治体等を選定し、有識者、及び先進
自治体・社会福祉法人の実務家等を派遣して、居住支援の立ち上げに向けた伴走支援を行う
こととした。 

高齢者住宅財団は、平成23年度から、空き家等を活用した低所得高齢者等の居住支援につ
いて調査研究を行い、事例収集や事業スキームの提案、低所得高齢者等住まい・生活支援モ
デル事業のフォローアップ等を行ってきた。そのノウハウとネットワークを活用し、東京都
足立区、社会福祉法人六心会（滋賀県東近江市）、社会福祉法人暘谷福祉会（大分県日出町）
に対し、各自治体・団体への詳細なヒアリング等を踏まえて支援体制を組み、助言等を行い
ながら、取組の後押しを行った。 

また、今後、居住支援に取り組もうとする自治体等が活用できるようにするため、今回実
施した伴走支援における立ち上げのプロセス、課題や対応策等について整理して、とりまと
めを行った。 
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２．事業内容 

 
（１）対象の選定 
 
 ①東京都足立区：足立区福祉部高齢者施策推進室地域包括ケア推進課 
         足立区都市建設部建築室住宅課 
 ②滋賀県東近江市：社会福祉法人六心会 
 ③大分県日出町：社会福祉法人暘谷福祉会 
 
（２）支援体制 
 
 居住支援にかかる有識者、実践者による委員会を設置した。 

委員：日本大学文理学部社会福祉学科 教授 白川泰之 
   京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科 准教授 鈴木健二 
   社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 理事⻑ 山田尋志 
   社会福祉法人やすらぎ会 住まいの生活支援事業担当 吉田真哉 

 オブザーバー：厚生労働省老健局高齢者支援課 課⻑補佐 森岡信人 
厚生労働省老健局高齢者支援課高齢者居住支援係 係⻑ 佐藤幸 
厚生労働省老健局振興課 地域包括ケア総合調整官 愛甲健 
国土交通省住宅局安心居住推進課 課⻑補佐 田代洋介 

 事務局：一般財団法人高齢者住宅財団 企画部 
一般財団法人日本総合研究所 調査研究本部 

 
 

 

 

    

 

    

 

 

 

  

 

（事務局）一般財団法人 高齢者住宅財団 

 

社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 理事長 山田尋志 
社会福祉法人やすらぎ会 住まいの生活支援事業 吉田真哉 

日本大学 教授 白川泰之 

京都府立大学 准教授 鈴木健二  他 

厚生労働省老健局高齢者支援課、地方厚生局 
国土交通省住宅局安心居住推進課、地方整備局 

有識者 

国 

有識者 

実実
施施
主主
体体  

有識者 実践者 

有識者 国 
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（３）伴走支援の経過 
 
 ①各主体への事前ヒアリングの実施 

足立区 令和 2 年７月 8 日 
社会福祉法人六心会 令和 2 年 7 月 6 日 
社会福祉法人暘谷福祉会 令和 2 年 7 月 10 日 

 ②第１回 全体会議の開催  
・令和 2 年７月 29 日 13:30~16:30 航空会館 502 会議室 
・内容 1）本調査の趣旨について 

     2）居住支援にかかるレクチャー 
        厚生労働省／国土交通省 
        事例紹介：京都市老人福祉施設協議会の取組 山田尋志委員 
      3）実施団体からの報告 
        足立区／社会福祉法人六心会／社会福祉法人暘谷福祉会 
      4）意見交換 
③自治体ごとの取組支援 
  足立区：白川教授、足立区、事務局で検討会を３回開催 
      8 月 21 日、9 月 25 日、11 月 25 日 
  社会福祉法人六心会：11 月 2 日 東近江市における居住支援に関する意見交換会 
            12 月 25 日 やすらぎ会・天理市内視察 
  社会福祉法人暘谷福祉会：10 月 29 日 第１回日出町勉強会 
              3 月 4 日 居住支援法人住むケアおおいたヒアリング 

   ※上記以外に、随時オンライン会議等により進捗状況の確認や方向性のすり合わせ
等を行い、適宜、助言等を行った。 

 ④第 2 回 全体会議の開催 
 ・令和 3 年 3 月 8 日 14:00~17:00 ＡＰ八重洲Ｗルーム 
 ・内容 1）経過報告（事務局） 
     2）実施団体からの報告と質疑 
       足立区／社会福祉法人六心会／社会福祉法人暘谷福祉会 
     3）「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」実施自治体からの報告 
       ・社会福祉法人本別町社会福祉協議会（北海道本別町） 
       ・社会福祉法人江刺寿生会養護老人ホーム松寿荘（岩手県雫石町） 
       ・横手市市⺠福祉部社会福祉課（秋田県横手市） 
       ・社会福祉法人福岡市社会福祉協議会（福岡県福岡市） 
     4）総括質疑 
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（４）伴走支援のとりまとめ・報告書の作成 
 
 伴走支援の内容（全体会議と自治体ごとの取組支援の内容等）について、取組や支援のプ
ロセスに沿って、検討内容や対応策等について整理を行い、今後取り組もうとする自治体等
が参考となるよう、とりまとめを行った。 
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第 1 章 取組の背景 
 

人口減少と高齢化が同時進行し、単身高齢者が増え、地域コミュティの弱体化も進む。新
たな施設整備では対応が困難な、経済的問題に加え、人間関係・社会関係の欠乏により孤立
する高齢者の居住の問題が顕在化してきた。 

本稿では、研究チームと高齢者住宅財団が、平成 23 年度以来、空き家等を活用した新た
な地域居住の仕組みについて模索してきた経緯から、平成 26 年度に厚生労働省が「低所得
高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を創設し、さらに、住宅・福祉の連携のもと、国土
交通省が平成 29 年に創設した「新たな住宅セーフティネット制度」につながっていく経過
をまとめる。 

このプロセスの中で重要な位置を占めるのは、前例がほとんどないなかで、それぞれの問
題意識に基づいて、居住支援に取り組んだ自治体や社会福祉法人等の実践活動である。上記
のモデル事業の意義は大きかった。さらに本年度の本研究では、令和時代の新たなモデルを
見出すことを目的の一つとした。 

令和 2 年度には、厚生労働省、国土交通省、法務省の 3 省による、「住まい支援の連携強
化のための連絡協議会」（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12791.html）が設置された。
住宅に困窮する、あらゆる背景をもつ人々に対して「居住支援」を推進することが政策目標
となった今日までの流れを整理する。 
 
１．既存資源を活用した新たな住まい・住まい方の提案 

 
平成 21 年 3 月に、群馬県渋川市の「静養ホームたまゆら」で入所者 10 人が火災事故に

より死亡した。犠牲になった 10 人のうち 6 人が、都内 23 区に住む要支援・要介護で身寄
りのない生活保護受給者だった。 

当時、特別養護老人ホームの待機者 50 万人といわれ、制度の狭間に陥った高齢者等を対
象とした貧困ビジネスが社会問題化していた。有料老人ホームやサ高住に入居するための
費用負担が困難な、低所得高齢者の住まいの対策は急務であることから、高齢者住宅財団は、
平成 23 年秋に、「低所得高齢者等の住宅確保」に関する調査研究に着手した。 

高齢者の居住実態、経済状況等の基礎的なデータと、生活保護制度や公営住宅制度、多種
多様な高齢者向け居住施設を横断的に整理・分析し、次のことが明らかになった。 

・都市部の借家層を中心に、居住が不安定な単身・要支援要介護の低所得高齢者が今後、急
増する。 

・既存の制度や施設整備では十分な対応が困難なためより普遍的で根本的な方策が必要。 
・住まいの困窮は、経済的な困窮だけではなく、人間関係・社会関係の欠乏も大きな要因

（保証人がいない、社会サービスに結びつかない、地域からの排除等）。 
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上記から、住宅困窮リスクを抱える低所得高齢者に対しては、住まいとともに、関係性の
構築や家族的な支援（インフォーマル・サポート）が必要であると分析した。そして、既存
資源の有効活用を図った、より普遍的で根本的な方策として、地域社会の中で、空き家を活
用した「住まいの確保（ハード）」と「住まい方の支援（ソフト）」、「住宅手当」を一体的に
提供することにより、地域での居住継続を保証するという考え方（地域社会包摂型セーフテ
ィネット）を提案した。 
 

図表 1-1 地域社会包摂型セーフティネットのイメージ（平成 23 年度報告書） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次いで、平成 24 年度には、NPO 法人ふるさとの会や大牟田市などの、複合的な困難を
抱えた高齢者や、退院後に自宅に戻りたくても戻れない高齢者を、地域で支える先駆的な取
組を調査した。 

そこから、増加する空き家を活用し、地域の中でつながりを作りながら生活支援を一体的
に提供して、低所得高齢者等の地域居住を支えるという新しい仕組み、「地域善隣事業」を
提案した。 

なお、「地域善隣事業」という名称は、地域の多様な主体とのつながりの中で、困難を抱
える方の居住を支えるという点で、空き家に行き場のない高齢者を抱え込む貧困ビジネス
と差別化をし、かつ、この試みが、日本の伝統に由来することを強調するという意図があっ
た。 

「善隣館」は、昭和初期に金沢で、地域の篤志家により整備された地域の福祉拠点である。
社会経済状況の変動と都市化の進行の中で困窮に陥る人々に対し、⺠間発意で社会問題に
対応しようと、住⺠の連帯意識を基盤にして、生活困窮者の支援や教育、生活相談等を担っ
ていた。戦後、社会福祉法人となり今日残っている善隣館もある。この日本の伝統にあった
相互扶助をよみがえらせ、現代風に再構築することが地域善隣事業の一番の目的と考えた。 

事業の全体イメージ

福祉事務所等

住宅困窮者

ニーズのアセスメントと把握（ｿｰｼｬﾙ･ﾜｰｸ）

住まいの確保

人間関係の開発と維持

フォーマル・サービス

支援計画の作成と調整（包括的支援）

地域居住の
推進（ケア・イ
ン・プレイス）

地域とのつながり

支援 導入支援
関係性構築・生活支援
＝インフォーマル・サポート

連携

住宅手当
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２．地域善隣事業の仕組み 

 
 地域善隣事業の対象は、低所得で身寄りのない、地域から孤立しがちな高齢者等である。
特に、⺠間借家に住む単身高齢者は、病気等をきっかけに医療費・介護費の負担が重くなり、
家賃支払いが厳しくなったり、認知症等によるトラブルで、住まいを失うリスクが高い。 

公営住宅や施設は空きがなく、また、別の⺠間賃貸住宅に住み替えたくても、不動産業界
では高齢者は敬遠される。保証人がいない場合は、さらに住まいの確保が困難である。 
 地域善隣事業は、地域の社会福祉法人や社会福祉協議会、NPO 法人等が高齢者の見守り
や生活支援を行うことで、家主の安心を保障し、住まいの確保を行おうというものである。 

住まいに困窮する要因として、心身の疾患や経済的・家庭的な困難など、複合的な課題を
抱えている場合がある。そこで、対象者のアセスメントを行って課題を整理し、医療や介護、
福祉制度、ボランティアなど必要な社会サービス等につなげながら、家主の安心も確保しつ
つ、安定的な地域生活が送ることができるように、支援する。 
 そのため、地域善隣事業の実施主体は、行政機関や地域包括支援センター、医療機関、介
護事業所、自治会や住⺠組織、家主や不動産会社などと、幅広いネットワークをつくる必要
がある。これを「プラットフォーム」と呼んだ。居住支援協議会がまだ発足していない自治
体においては、地域ケア会議等のすでに地域にある協議体に住まい関係者が入ればよい。こ
の中で、今までつながりのなかった福祉関係者と不動産関係者がしっかりと手を結ぶこと
が重要である。 
 

図表 1-2 地域善隣事業の仕組み 

 
 そして、対象者を一方的に支援される側にするのではなく、入居者同士や地域の方とつな
がりを作って互助の関係を築いていくことが、地域善隣事業のポイントである。つながりの
なかで、人は自立していく力を回復していく。 
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また、低所得高齢者等の地域居住を推進することは、家主に賃料収入が入るだけでなく、
商店街や地域の医療機関・介護事業所を利用するため、結果として、高齢者に給付される社
会保障費が地域のなかで循環する。リスクを分散しつつ win-win の関係を構築し、地域全
体でメリットを享受しようというものだ。 
 
３．厚生労働省「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」 

 
地域善隣事業を参考に、平成 26 年度に厚生労働省が「低所得高齢者等住まい・生活支援

モデル事業（以下、「モデル事業」）」を創設した。3 年間の助成をすることにより、事業モ
デルを作って広く全国展開することとなった。 

 
図表 1-３ 低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業の概要（厚生労働省資料） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
このモデル事業に、平成 26 年度には 8 自治体、平成 27 年度に 4 自治体、平成 28 年度に

3 自治体が応募した。社会福祉法人や社会福祉協議会が、施設機能の地域展開や、⺠間賃貸
に入居困難な高齢者支援の必要性を感じて自治体とともに応募したケース、逆に、自治体が
施設以外の選択肢を作るために社会福祉法人等に働きかけて応募したケース等があった。 

高齢者住宅財団では、すべての応募自治体が 3 年間の助成期間を終える平成 26 年度から
30 年度まで、フォローアップ調査を行った。課題や障害については助言をしながら個別に
伴走し、また、モデル自治体同士の意見交換会等も行って、事業推進の後押しを行った。そ

「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」の概要

１．事業概要
自立した生活を送ることが困難な低所得・低資産高齢者等を対象に、社会福祉法人やＮＰＯ法人等が、地域連携・

協働のネットワークを構築し、
➀既存の空家等を活用した住まいの確保を支援するとともに、 ➁日常的な相談等（生活支援）や見守りにより、
高齢者等が住み慣れた地域において継続的に安心して暮らせるよう体制を整備する事業に対して助成を行う。

２．実施主体 市区町村（社会福祉法人、ＮＰＯ法人等への委託可能）

家主

地域住民

病院

不動産仲介業者空空きき家家・・空空きき部部
屋屋のの活活用用 地地

域域
連連
携携
・・
協協
働働
のの

ネネ
ッッ
トト
ワワ
ーー
クク
化化

団地

戸建て

地地域域ごごととにに互互助助
（（互互いいのの見見守守りり））

相相談談援援助助やや見見守守りり

社会福祉法人
・NPO法人等

①①住住ままいいのの確確保保支支援援

事業実施主体
（社会福祉法人
・NPO法人等）

地域包括支援センター

福祉事務所住住宅宅情情報報のの提提供供・・相相談談・・入入居居支支援援

地域支援
の拠点

②②生生活活支支援援

（事業のイメージ）

低所得・低資産、家族がいない、社会
的なつながりによる支援が乏しい、心
身の状況の低下により、居住の継続が
困難等

⇒ モデル事業で行われている効果的な取組について、全国的な展開を図っていく。

※平成28年度以降、15自治体が実施

平平成成２２６６年年度度
よよりり実実施施
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して、各年度の事業の進捗状況、成果・課題等を整理し、後続の自治体の参考になるように
とりまとめを行った。 

 
図表 1-4 モデル事業実施自治体と実施主体 

 
図表 1-5 地域善隣事業とモデル事業に係る調査研究の経緯 

年度 

（平成） 

地域善隣事業（高齢者住宅財団の調査研究） 低所得高齢者等住まい・生活支援

モデル事業（厚生労働省） 

23 年 問題の所在を明らかにし、空き家活用による「住

まいの確保」と「住まい方の支援（生活支援）、住

宅手当の一体的提供を提案 

 

24 年 ２自治体でのフィージビリティ・スタディを踏まえ、

「住まいの確保」と「住まい方の支援」を一体的

に提供するスキームを「地域善隣事業」と命名 

 

25 年 地域善隣事業を実践に移すため、「理念と仕様」

を示し、取組みの具体的な考え方を整理 

 

26 年 地域善隣事業の全国展開に向けた情報収集

と、モデル事業のフォローアップ調査 

地域善隣事業を参考にしたモデル

事業を開始。８自治体が採択 

27 年 退院後の住まいの確保が困難な高齢者の実態

調査と、その受け皿としての地域善隣事業 

新規４自治体が採択 

28 年 モデル事業の効果検証、地域善隣事業の普及

のためのＤＶＤ作成、全国シンポジウムの開催 

新規３自治体が採択 

29 年 居住支援ニーズ推計シートの開発、事業にかか

る費用と効果等に関する検証、全国ブロック別

説明会の開催（全国 8 か所） 

 

30 年 居住支援団体全国調査（基礎自治体、社協、居

住支援団体）、取組の手引きの作成、全国シン

ポジウムの開催、モデル事業の総括 

モデル事業終了 

 

さらに、平成 29 年度にはモデル事業や地域善隣事業の普及と拡大のため、全国大会や地
方ブロック別説明会を行った。 

自治体名 主たる事業実施主体(当時) 自治体名 主たる事業実施主体(当時) 
平平成成 2266 年年度度～～  平平成成 2277 年年度度～～  
北海道本別町 本別町社会福祉協議会 宮城県岩沼市 （公社）青年海外協力協会 

岩手県雫石町 養護老人ホーム松寿荘 秋田県横手市 （社福）一真会、(社福)横手福
寿会、（社福）相和会 他 

神奈川県横浜市 上飯田地域ケアプラザ 埼玉県和光市 ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 

神奈川県川崎市 ＮＰＯ法人楽 
やまて企業組合 

福岡県うきは市 うきは市社会福祉協議会 

京都府京都市 京都市老人福祉施設協議会 平平成成 2288 年年度度～～    
奈良県天理市 社会福祉法人やすらぎ会 栃木県栃木市 (一社)栃木市地域包括ケア推

進ネットワークあったかとちぎ 

福岡県福岡市 福岡市社会福祉協議会 静岡県浜松市 社会福祉法人天竜厚生会 

大分県豊後大野市 養護老人ホーム常楽荘 福岡県大牟田市 ＮＰＯ法人ライフサポート協会 
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なお、各自治体の取組は報告書として毎年とりまとめを行った。また、平成 28 年度に作
成した京都市、福岡市、本別町、豊後大野市、大牟田市の取組の紹介ビデオもあわせて、高
齢者住宅財団のホームページ（https://www.koujuuzai.or.jp/researcher_record/）で見るこ
とができる。 
 

４．モデル事業の成果 

 
（１）入居実績の分析 

 
平成 26 年度から実施した 8 自治体につき、3 年弱で入居が実現した合計 246 世帯、282

人の内訳を分析した。（本別町、雫石町、横浜市、川崎市、京都市、天理市、福岡市、豊後
大野市の 8 自治体の実績（平成 28 年 12 月末現在）） 
 

図表 1-6 モデル事業の入居実績の分析 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 入居実績をみると、75 歳以上の高齢者が半数強を占め、また、要介護認定を受けた者が
半数弱であった。いずれも、今まで⺠間賃貸住宅で受け入れ困難であった層である。主な転
居理由は、「家賃負担等の経済的問題」が最多であったが、高齢夫婦世帯の夫が死亡するこ
とにより、年金受給額が減少して家賃支払いが困難になるケースが多い。そのほか、「立退

【【年年齢齢階階層層別別】】 

【【主主なな転転居居理理由由（（複複数数回回答答））】】 

25
3

68
45

63
27

0 20 40 60 80

住宅の構造上の問題

住宅の立地の問題

家賃負担等の経済的問題

家族不和等の家庭内の問題

立ち退き・住居喪失

退院・退所先の確保
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き・住居喪失」、「家庭内問題」等と続くが、その背景に、固有の複合的な課題を抱えている
ことが想像される。 
 

（２）居住支援のパターン 
 

 居住支援は、「相談」⇒「アセスメント」⇒「住宅確保（マッチング）」⇒「生活支援」
という流れで行われる。各自治体の実践から、住宅確保及び生活支援の提供方法によって、
下記の３パターンが見出された。 
 ①同一団体が入居前後を通じ、一貫して支援 

不動産会社と連携し、社会福祉法人等の見守りがあることを要件に不動産会社が物件
を提供。（京都市、天理市、横手市、浜松市） 
②社協等が生活支援をコーディネートし、不動産会社とマッチング 

家族や保証人に求められるサービスをネットワーク化し、アセスメントのうえ、コー
ディネート。（福岡市、本別町、大牟田市、うきは市） 
③社会福祉法人等による借上型（施設機能の地域展開） 

養護老人ホーム等が、地域の空き家を借り上げて、生活困難等を抱えた者を住まわ
せ、生活支援を行いながら地域居住を支える。（雫石町、豊後大野市） 

 
図表 1-7 ３つの事業パターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）モデル事業の成果、法人に及ぼした影響 
 
以上から、施設入所等では満たせない高齢者の多様なニーズに、地域善隣事業が有効であ

ることが、「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」の成果から明らかになった。 
保証人（家族）がいなくても、必要な支援をコーディネートして賃貸住宅への入居を可能

にする福岡市の取組、入居後も継続して見守り・生活支援を提供して退院後の高齢者や、養

32000165 高齢者住宅財団.indd   1732000165 高齢者住宅財団.indd   17 2021/04/20   10:58:292021/04/20   10:58:29



−12− 

護老人ホーム・軽費老人ホーム対象者の地域居住を可能にしている京都市・川崎市・豊後大
野市・雫石町などの取組、そして、空き家調査を悉皆で行い台帳を作成して、社会福祉協議
会のサービスと組合わせてマッチングしている本別町の取組など、多様な主体による多様
な方法と成果が、試行錯誤の末に見えてきた。 

いずれも、社会福祉法人が培ってきた施設機能やサービス、社会福祉協議会の地域福祉や
権利擁護事業等の本来事業をベースに、地域の不動産会社と連携・協働をしたり、賃貸住宅
市場が成立しない地方では空き家の掘り起こしを行って、住まいの確保が困難な高齢者を
地域で支える実践が実を結んだ。取り組んだ社会福祉法人等からは、「地域での知名度が上
がった」、「新しいネットワークが形成できた」、「職員が地域と関わることにより視野を広げ
成⻑した」、「利用者の本来持っている力に気づいて支援のあり方が変わった」等、法人内外
に及ぼした様々な波及効果を評価する声があがっている。 

モデル事業終了後の財源について、社会福祉法人等が、「地域貢献事業」として取り組む
という考え方もあるが、厚生労働省では、モデル事業の成果を踏まえ、平成 29 年に介護保
険制度の地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」を拡充し、
「入居支援・入居後の生活支援」が行えるようになった。 
 

図表 1-８ 地域支援事業等の活用による全国展開（厚生労働省資料） 

 
 

 

・ 平成２６年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を行ってきたが、平成２９年度以降は、各地域
で行われている先進的・効果的な取組について、地域支援事業を始め、様々な方策を活用等しながら全国展開を図っ
ていく。

・ 具体的には、地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、入居に係る支援
等の内容をより明確にした上で、事業の拡充を行ったところ。

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生活支援サービス（配食等）

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地地域域ケケアア会会議議のの充充実実）

○在在宅宅医医療療・・介介護護連連携携推推進進事事業業

○認認知知症症総総合合支支援援事事業業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア向上事業 等）

○生生活活支支援援体体制制整整備備事事業業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

任意事業
○介護給付費適正化事業

○家族介護支援事業

○その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～５）

介護保険制度

カ 地域自立生活支援事業
次の①から④までに掲げる高齢者の地域における自立

した生活を継続させるための事業を実施する。

① 高齢者の安心な住まいの確保に資する事業
空空きき家家等等のの民民間間賃賃貸貸住住宅宅やや、、高齢者の生活特性に配

慮した公的賃貸住宅（シルバーハウジング）、サービ
ス付き高齢者向け住宅、多くの高齢者が居住する集合
住宅等へへのの高高齢齢者者のの円円滑滑なな入入居居をを進進めめらられれるるよようう、、ここ
れれららのの住住宅宅にに関関すするる情情報報提提供供、、入入居居にに関関すするる相相談談及及びび
助助言言並並びびにに不不動動産産関関係係団団体体等等ととのの連連携携にによよるる入入居居支支援援
等等をを実実施施すするるととととももにに、、ここれれららのの住住宅宅のの入入居居者者を対象
に、日常生活上の生活相談・指導、安否確認、緊急時
の対応や一時的な家事援助等を行う生活援助員を派遣
し、関係機関・関係団体等による支援体制を構築する
等、地域の実情に応じた、高齢者の安心な住まいを確
保するための事業を行う。

平平成成2299年年度度かからら「「地地域域支支援援事事業業のの実実施施ににつついいてて」」（（実実
施施要要綱綱））をを改改正正

【財源構成】
国 38.5%
都道府県 19.25%
市町村 19.25%
1号保険料 23%

【財源構成】
国 25%
都道府県 12.5%
市町村 12.5%
1号保険料 23%
2号保険料 27%

地域支援事業等の活用による全国展開

1
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５．国土交通省「新たな住宅セーフティネット制度」 

 
（１）新たな住宅セーフティネット制度の概要 

 
平成 29 年 10 月に、国土交通省は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律（住宅セーフティネット法）」の一部を改正し、新たな住宅セーフティネット制
度を創設した。 

この制度は、増加する空き家・空き室を活用して、単身高齢者をはじめとする住宅確保要
配慮者（以下、「要配慮者」という）の住まいを確保するとともに、円滑な入居・居住のた
めに必要な支援を行う取組を推進するものである。大きく、以下の 3 本柱により構成され
る。 

 ①要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度（セーフティネット住宅） 
 ②登録住宅の改修や家賃低廉化等の経済的支援 
 ③住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援 
なお、住宅確保要配慮者とは、同法律上、高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、

被災者等と定められている。 
 

図表 1-9 新たな住宅セーフテイネット制度の概要（国土交通省資料） 
 

 

 また、登録制度とは、要配慮者の入居を拒まない、一定の基準を満たした賃貸住宅につ
いて、都道府県・政令市・中核市に登録をすることにより、都道府県等が、その登録した

③ 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

② 登録住宅の改修・入居への経済的支援

① 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

新たな住宅セーフティネット制度の概要
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）の一部を改正する法律

（平成29年4月26日公布 10月25日施行）

賃
貸
人

保
証
会
社

要
配
慮
者

入居

都道府県等
登録 情報提供

要配慮者の入居を拒まない住宅
（登録住宅(セーフティネット住宅)）

家賃・家賃債務
保証料の低廉化

・改修費補助
（立上り期に国の直接

補助あり）
・家賃低廉化補助
・改修費融資

（住宅金融支援機構）

・家賃債務
保証料補助

居住支援協議会

不動産関係団体
宅地建物取引業者

賃貸住宅管理業者、家主等

居住支援団体
居住支援法人

社会福祉法人、ＮＰＯ等

地方公共団体
（住宅部局・福祉部局）

居
住
支
援
法
人

入居
支援等

居住支援活動への補助

【新たな住宅セーフティネット制度のイメージ】

国と地方公共団体等
による支援

① 登録制度② 経済的支援 ③ マッチング・入居支援

1
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住宅の情報を、要配慮者等に広く提供するものである。（セーフティネット住宅情報提供
システム https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php） 
 登録基準は、耐震性を有すること、住⼾の床⾯積が原則 25 ㎡以上であること等であり、
シェアハウス（共同居住型賃貸住宅）の場合は、専用居室が９㎡以上であること等の基準が
別途、定められている。なお、登録基準については、地方公共団体が、供給促進計画を定め
ることにより、強化や緩和をすることが可能である。実際に、都市部では、手ごろな家賃帯
の登録住宅をより多く確保するため、最低床⾯積基準を 25 ㎡よりも下げている自治体が見
られる。 
 
（２）居住支援法人 

 
改正住宅セーフティネット法では、要配慮者へのハード⾯での整備を推進するとともに、

ソフト⾯での支援も強化された。 
要配慮者が賃貸住宅等に入居する際、大家や不動産会社等は、様々な不安を抱えている。

それら住宅提供側の不安を解消するために、入居に係る相談や住宅に関する情報提供のみ
ならず、入居後の見守り等の生活支援、家賃債務保証等の支援を継続的に行うことが重要で
ある。そうした居住支援活動を行う主体として、都道府県の指定を受ける「居住支援法人」」
が創設された。 

法律で定められた居住支援法人の主な役割は、以下の通りである。 
・登録住宅入居者の家賃債務保証 
・賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談 
・見守りなど要配慮者への生活支援 
・上記 3 点に附帯する業務 

 令和 3 年 1 月 29 日現在、全国で 352 者が居住支援法人の指定を受け、活動している。 
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図表 1-10 居住支援法人制度の概要（国土交通省資料） 
 

 

 

 

 

 
（３）居住支援協議会 
 
 モデル事業の事業主体が最も苦労したことは、高齢者の入居を敬遠する不動産会社や大
家の協力をいかに取り付けるかであった。高齢者等が住宅を借りられるよう、社会福祉法人
や NPO 法人等が不動産会社・大家に個別にアプローチし、彼らの不安材料を減らす工夫を
重ね、信頼関係を築いて実績を少しずつ積み重ねてきた。 

しかし本来は、行政が⺠間の不動産団体や不動産会社との関係構築の支援をすることが
望ましい。住宅セーフティネット法に規定された「居住支援協議会」が、これに相当する。 

居住支援協議会とは、地方公共団体の住宅部局と福祉部局、不動産関係団体や居住支援団
体など、住宅と福祉、行政と⺠間が一体となって設立するもので、多様な主体が連携して要
配慮者の居住支援を行う。都道府県レベルでは、すべて設置済である。 

しかし、居住支援は、要配慮者の個別のニーズに応じた丁寧な支援を行う必要があり、現
場に近い、市区町村レベルでの設置が望ましい。現在、設置済市区町村は全国で 56 に留ま
っている（令和 3 年 1 月 29 日現在）。 

国土交通省は、居住支援を普及拡大していく上で、居住支援支法人と居住支援協議会の役
割が重要と考え、その活動に対して補助を実施している。 
  

居住支援法人とは
・居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人※として、都道府県が指定するもの
・都道府県は、住宅確保要配慮者の居住支援に係る新たな担い手として、指定することが可能

※住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律第40条に規定する法人

● 居住支援法人に指定される法人
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人
（公益社団法人・財団法人を含む）

・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る

情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①～③に附帯する業務

都道府県知事

居住支援法人

支援

指定申請

【制度スキーム】

国

● 居住支援法人への支援措置
・居住支援法人が行う業務に対し支援（定額補助、補助限度額1,000万円等）。
・［R２年度予算］共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業（10.5億円）の内数

居住支援法人制度の概要

※ 居住支援法人は必ずしも①～④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。

32000165 高齢者住宅財団.indd   2132000165 高齢者住宅財団.indd   21 2021/04/21   13:27:462021/04/21   13:27:46



−16− 

図表 1-11 居住支援協議会の概要（国土交通省資料） 

 
 
（４）モデル事業と新たな住宅セーフティネット制度 
 
 モデル事業は、居住支援協議会の活性化や設立にもつながっている。京都市と福岡市は、
居住支援協議会がすでに設立済であったが、不動産会社・家主の不安を解消できていない状
況にあった。モデル事業を契機に社会福祉法人や社会福祉協議会が能動的に関わり、高齢者
等に伴走し、住み替え後の生活支援も行ったためマッチングが進み、要配慮者の入居実績が
上がった。 

また、神奈川県川崎市、北海道本別町、秋田県横手市、福岡県うきは市では、モデル事業
を進めるにあたって住宅・福祉にかかる関係機関の協議の場が恒常的に必要であるという
ことから、居住支援協議会の設立に至った。 

さらに、モデル事業により居住支援活動を開始した社会福祉法人やすらぎ会（奈良県天理
市）や社会福祉法人天⻯厚生会（静岡県浜松市）、本別町社会福祉協議会や福岡市社会福祉
協議会は、居住支援法人の指定も受けている。 

一方、モデル事業実施自治体の最大の課題は、3 年間の補助期間終了後の財源をどうする
かであった。 

モデル事業を契機に、介護保険制度の地域支援事業において居住支援が可能になったが、
住宅施策と連携し、国土交通省の新たな住宅セーフティネット制度を活用しつつ、活動の継

居住支援協議会の概要

概概要要
※ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第51条第1項に基づく協議会

（１）設立状況 100協議会が設立（令和2年9月30日時点）
○ 都道府県（全都道府県）
○ 市区町（53市区町）

北海道札幌市、旭川市、本別町、横手市、鶴岡市、さいたま市、千葉市、船橋市、千代
田区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、豊島区、北区、杉並区、板橋区、練
馬区、葛飾区、大田区、世田谷区、江戸川区、八王子市、府中市、調布市、町田市、
西東京市、日野市、狛江市、多摩市、川崎市、横浜市、鎌倉市、岐阜市、小海町、名
古屋市、岡崎市、京都市、宇治市、豊中市、岸和田市、神戸市、宝塚市、姫路市、広
島市、東みよし町、東温市、北九州市、福岡市、大牟田市、うきは市、熊本市

（２）居住支援協議会による主な活動内容
・メンバー間の意見・情報交換
・要配慮者向けの民間賃貸住宅等の情報発信、紹介・斡旋
・住宅相談サービスの実施
（住宅相談会の開催、住宅相談員の配置等）
・家賃債務保証制度、安否確認サービス等の紹介
・賃貸人や要配慮者を対象とした講演会等の開催

（３）支援
居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等への
入居の円滑化に関する取り組みを支援
〔令和２年度予算〕
共生社会実現に向けたセーフティネット機能強化・推進事業（10.5億円）の内数

居住支援協議会

生活福祉・
就労支援協議会

地域住宅
協議会

(自立支援)
協議会

連
携

居住支援団体
居住支援法人

ＮＰＯ
社会福祉法人等

不動産関係団体
宅地建物取引業者
賃貸住宅管理業者

家主等

地方公共団体
（住宅・福祉部局）

都道府県・市町村

連携

この他、60市区町村で設立検討中
（うち19市区町村が令和3年度までに設立予定）

 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体、不動
産関係団体、居住支援団体等が連携して、居住支援協議会※を設立

 住宅確保要配慮者・民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施
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続・拡大を図っている自治体・団体が多い。 
居住支援活動を推進する上で、住宅・福祉連携と官⺠協働が重要である。モデル事業のそ

の後をみると、居住支援を担う社会福祉法人や社会福祉協議会が核となって、地域に居住支
援のネットワークを形成し、他制度・他施策も取り込んで、安定的な財源を確保することが、
継続のポイントとなっている。 

令和 2 年度末現在、コロナ禍により、仕事を失い、住まいに困窮する方が増加し、生活困
窮者自立相談支援窓口では、住居確保給付金の対応件数が急増している。 

住まいに困窮する人は、複合的な課題を抱えていることが一般的である。モデル事業の実
践においても、高齢者のみならず、退院後に行き場のない方、障害者、認知症の親と障害を
もつ子の世帯、劣悪な居住環境に住む低所得者等、制度の狭間に陥る多様な対象者に入居支
援、入居後の生活支援を行ってきた。 

まず、住宅を確保し、居住が安定しなければ、社会サービスが入ることはできない。生活
支援のノウハウをもち、地域に根差した社会福祉法人が、地域の不動産事業者や大家と連携
しながら、住まいの確保と生活支援を一体的に提供する居住支援に取り組むこと、その取組
を行政がしっかり下支えして、地域で横断的な居住支援体制を構築することが、あらゆる地
域で求められている。 

次章では、その第一歩を踏み出した自治体の令和 2 年度の取組の経緯を紹介する。 
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第２章 各自治体の取組の経過 
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第 2 章 各自治体の取組の経過 
 
 本事業における「伴走支援」の枠組みのベースとして、「全体会議」を設置した。この全
体会議は、居住支援の取組意向を持つ地域関係者、有識者や実践者などの支援者、厚生労働
省及び国土交通省の省庁関係者など、本事業に関わるすべての関係者が出席し、報告・発表
と意見交換を通じて、支援方針のすり合わせや検討プロセスの共有、取組上の課題と対応策
等について検討する場であり、本年度は２回開催した。 
 その全体会議の下に、居住支援の取組意向を持つ 3 地域ごとに、有識者と実務者からな
る「伴走支援チーム」を編成し、各地域に対して支援にあたった。 
 本章では、第 1 回全体会議の概要と 3 地域ごとの検討経過を整理する。 
 
１．第１回全体会議の概要 

 
 本事業のキックオフとなる第 1 回全体会議では、主に次の項目について認識の共有化を
図った。 
  ● 本事業の趣旨や実施方針、スケジュール 
  ● 居住支援に関連する制度、利用可能な公的支援制度 
  ● 先行事例の活動報告を参考に具体的な取組方法のイメージ化 
  ● 3 地域の現状と課題、今年度（１年間）の到達目標 
 
（１）開催概要 
 
 日 時：令和 2 年 7 月 29 日（水）13：30〜16：30 
 会 場：航空会館 502 会議室 

出席者：[委員等] ※敬称略、下線は WEB 参加者 
     白川泰之  日本大学文理学部社会福祉学科 教授 
      鈴木健二  京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科 准教授 
      山田尋志  社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 理事⻑ 
      吉田真哉  社会福祉法人やすらぎ会 住まいの生活支援事業担当 
      神山和洋  足立区都市建設部建築室 住宅課⻑ 
      堤洋三   社会福祉法人六心会 理事⻑ 
      奥村昭   社会福祉法人六心会 法人本部地域支援担当 
      柿本貴之  社会福祉法人暘谷福祉会 理事⻑ 
      木付達朗  大分県日出町政策推進課 課⻑ 
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[オブザーバー] ※敬称略 
      森岡信人  厚生労働省老健局高齢者支援課 課⻑補佐 
      佐藤幸   厚生労働省老健局高齢者支援課高齢者居住支援係 係⻑ 
      愛甲健   厚生労働省老健局振興課 地域包括ケア総合調整官 
      田代洋介  国土交通省住宅局安心居住推進課 課⻑補佐 

[事務局]一般財団法人高齢者住宅財団、一般財団法人日本総合研究所 

議 事：本研究事業の趣旨について 
     居住支援にかかるレクチャー 
     実施団体からの報告 
     意見交換 
 
 
（２）議事概要 
 
 ①本調査の趣旨について 
  高齢者住宅財団より、本事業の趣旨、伴走支援の対象となる地域の紹介、伴走支援の体

制、支援の枠組み、年間スケジュール等について説明・共有した。 
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 ②居住支援にかかるレクチャー 
  厚生労働省及び国土交通省より居住支援に関連する動向、居住支援の制度や公的支援

の枠組みなどについて説明した。また、山田委員（リガーレ暮らしの架け橋）から「京都
市高齢者すまい・生活支援事業」の実践報告を受け、具体的な居住支援の取組方をイメー
ジしながら質疑応答を行った。 

 
 ●厚生労働省資料 
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 ●国土交通省資料 
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 ●山田委員資料 
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 【質疑応答】 
 ○京都市の取組において、物件の成約者の属性は 80 歳代以上が 45%という実態だった

が、一方の不動産業者は当初 70 歳代までを利用者と想定していたとのこと。このよう
に想定と実際が異なる中で、不動産業者に高齢者を迎えてもらうために工夫した点や
課題があったら教えてほしい。 

  ➡不動産業者は、それまで高齢者と対面するケースがほとんどなかった。モデル事業を
通じて、家主に高齢者と面会してもらい、高齢者といっても元気だという認識を持っ
てもらい、イメージを変えていった。実際に会うことで、安心感につながったという
こともあると思う。 

 
 ○居住支援を担当する職員の配置等については、県単位で政策的・制度的なルールの違い

もある中で、京都市の取組方法・条件などは、どのように理解すればよいか。 

  ➡特別養護老人ホームの職員による別事業の兼務は制限されるが、京都市の場合は、保
健福祉局が策定したガイドラインによって兼務が認められるケースもあった。 
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 ○不動産業者に話を聞くと、最終的な入居可否の判断は家主が行うと聞くが、高齢者との
面会は不動産業者が行うのか、家主が行うのか。 

  ➡京都市の場合は、地域包括支援センターや行政、福祉事務所等から、住まいに困って
いる人の情報が社会福祉法人の担当者に寄せられる。その社会福祉法人の担当者が
高齢者から直接話を聞いた上で、不動産業者を交えて三者面談を行う。物件が見つか
れば、不動産業者が高齢者を連れて見学に行く。貸すかどうかの判断を家主が行うこ
とは一部あるが、家主の意向を汲んで最終判断しているのは不動産業者である。 

 
 ○居住支援協議会は全都道府県に設置されているが、基礎自治体では 50 市区町しかない。

特に大合併によって広域化した自治体においては、居住支援協議会が必要になると考
えているが、県と市区町村の居住支援協議会の役割分担や連携方法について、どのよう
に想定しているのか。 

  ➡県と市区町村の役割分担については、地域によって事情が異なることから、国が具体
的なものを示しているわけではない。居住支援を求める人に対して、必要なサービス
が提供できるよう、居住支援を推進する体制が、県や市区町村単位でつくられればよ
い。 
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 ③実施団体からの報告 
  居住支援の取組意向を持つ 3 地域から、居住支援を取り巻く地域の現状と課題、今後

の方針等について説明し、現状等を共有した。 
 
 ●東京都足立区（足立区役所） 
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地方自治体居住支援調査研究事業 
第 1 回全体会議 資料 
社会福祉法人 六心会 

 
状況と今年度の活動等について 

 
1. 東近江市と五個荘（ごかしょう）の状況 

(1) 位置 滋賀県の南東部に位置し、北は彦根市、愛荘町、多
賀町、南は竜王町、日野町、甲賀市、西は近江八幡市と接
しており、東は三重県との県境になっている。京都駅まで
直線で 42km。五個荘は市内でも西寄りに位置している。小
学校 1 箇所、中学校 1 箇所。 

(2) 人口 市域 113,800 人、五個荘地区 11,200 人 
(3) 高齢化率 市域 26.4％、五個荘地区 27.3％ 
(4) 空き家数（市都市整備部住宅課空家対策室） 

 H27 R2 増加率 
東近江市 1,069 1,601 1.5 倍 
五個荘 154 209 1.36 倍 

 
2. 六心会について 

(1) 設立 1993 年、事業開始 1994 年 
(2) 特養、老健、地域特養の経営 
(3) 地域活動について 

1) 専門職と住民との連携・協議テーブルの定期開催（事務局） 
→地域診療所医師や歯科医師、薬局、病院等専門職と民児協、地区社協、まちづくり
協議会などの住民団体役員、行政とが集まり地域課題等を共有している（名称「て
んびん倶楽部」）。 

2) 日常生活圏域である五個荘地区での「第 2 層協議体」運営（事務局） 
→市社協「第 2 次東近江市地域福祉活動計画」に基づいた「五個荘地区住民福祉活
動計画推進会議」（＝第 2 層協議体）を、今春より「五個荘地区住民福祉会議」と改
め、活躍する住民等地域資源の見える化等を進めている。 

 
3. 今年度の活動について 

居住支援や生活支援について、住民や専門職、行政と方向性を共有するための幾つかの集ま
りを企画したい（詳細は高齢者住宅財団様と協議）。 
(1) 講師を招き、勉強会・ワークショップなどを開催する。 

資料３－２ 
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 ●大分県日出町（社会福祉法人暘谷福祉会） 
 

 
 

資資料料33－－33
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 ④意見交換 
 
 ≪不動産関係者の巻き込み、関係づくり≫ 

 ○日出町では役場内に「空き家対策協議会」を立ち上げ、600 棟の空き家の現地調査を実
施した。行政との関係でいうと、地元密着型の不動産業者は協力的であるが、広域で事
業展開している大規模な不動産業者を巻き込むには何らかのインセンティブが必要か
もしれない。居住支援協議会の設立には、不動産業者の巻き込み方も課題となる。 

 ○足立区の当面の目標として、相談窓口の整備、居住支援協議会の設立、支援メニューづ
くりに注力しようとしているが、実践報告を聞いていて、まずは関係者が顔を合わせる
こと、それを継続して信頼関係を築いていくことが必要だということがわかった。行政
として、どういった点から着手すればよいか。京都市の事例で不動産団体を巻き込むた
めの工夫点などあれば教えてほしい。 

 ○京都市のケースでも「継続性」がキーワードだと思っている。不動産業者と利用者が一
緒に物件を見に行っても、なかなか話がまとまらず、成約に至らないケースもある。そ
こに社会福祉法人が入ることで、上手く話がまとまるようになる。また、社会福祉法人
が関わることで、利用者にとっては、相談のときと同じ人が、継続して見守りをしてく
れるという安心感にもつながる。京都市の行政担当者が代わっても連携が継続したの
は、社会福祉法人等の担当者が代わらずに取組に携わってくれたからである。行政がす
べて関わることはできないので、役割分担やすみ分けが必要である。なお、不動産団体
の開拓は、それまで社会福祉法人が関わっていた不動産業者に声がけをしたので、行政
が何かしたという話は聞いていない。 

 ○やすらぎ会では、取組当初、不動産業者を巻き込むことに苦労したが、結局は人と人の
信頼関係をどうやって築いていくかだと思う。協力不動産店の店⻑が異動してしまう
と、また一から説明をするケースもいくつかあったので、継続的に関わってもらうため
の関係づくりを心掛けた。 

 ○福祉分野といっても高齢なのか、障害なのかによって、懇意にしている不動産業者も異
なる。また、不動産業者も店⻑等の責任者だけでなく、現場の人たちが取組を理解して
協力してくれないと上手く回らないので、何度も足を運んで人間関係をつくらなけれ
ばならない。やはりお互いに顔を合わせて意見交換する必要がある。住宅と福祉部局と
で共通言語も異なり、そういう状態のまま形だけつくっても上手くいかない。 

 ○東京都の専用住宅の場合、家主と不動産業者に対して、それぞれ登録協力補助があると
聞く。しかし、あまり登録数は伸びていないようで、インセンティブがあっても、不動
産業者の協力を確保していくことは難しいかもしれない。 

 ○物件を確保する場合、住宅セーフティネット法上の登録住宅や専用住宅でなければな
らないのかといった疑問もある。現実的に困っている人が住めれば、必ずしも登録住宅
や専用住宅である必要はない。地方では、不動産のマーケットがそれほど大きくなく、
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地元の方のクチコミや伝手で物件を探した、不動産業者以外のルートで物件を探した
というケースもあった。岩手県雫⽯町の事例では、不動産市場ではなく⺠生委員の紹介
で物件を見つけたり、大分県豊後大野市でも地元の人の伝手で物件を紹介してもらっ
ていたので、不動産会社とは別のルートで物件を探すことも選択肢に入ってくる。 

 
 ≪どのような地域社会を目指すのか≫ 

 ○日出町は、空き家バンク制度を設けて移住定住促進策を推進している。現在、300 名以
上の移住希望者が登録しているが、一方の提供できる物件が限られているのが課題で
ある。そのような中、空き家を活用した高齢者の居住支援には大きな関心を持っている。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（改定版）の中で、性別や年齢、高齢者や障害者
等に関わらず、すべての人が活躍できるまちづくりを掲げている。いわゆる「ごちゃま
ぜ」の社会づくりを進めていきたい。 

 ○岩手県雫⽯町の概要に、「養護老人ホームには、地域の社会資源を効果的に活用すれば、
必ずしも措置入所せずに地域で暮らすことができる方がいる可能性」とあり、このこと
は特養でも共通で言えることだと思った。居住支援が、それぞれの地域で仕組みとして
上手く回っていけば、地域での生活に戻ってもらうための支援にもなる。 

 ○内閣府の調査結果を見ても、施設でなく自宅で暮らし続けたいという意向も高く、施設
入所だけでない地域での居住の選択肢の幅を増やしていければよい。 

 
 ≪先行事例の特徴（モデル事業）≫ 

 ○先行事例は、住まい確保後のサポートを充実させている点も共通している。京都市では
小規模多機能を小学校区に配置してサロンや見守りなどを実施。雫⽯町では専任職員
を置いて、通院や買い物支援、地域の情報提供、⺠生委員との協力体制を築いている。
秋田県鹿角市も、入居者同士の支え合いの関係づくりの構築、やすらぎ会も地域の方と
の交流、ふれあいサロンなど、住み始めた後の支援がポイントになる。六心会の子ども
食堂のように、「子どものためなら」という社会参加の機会をつくることも有効である。 

 
 ≪参考情報≫ 

 ○厚生労働省では、平成 26 年度からのモデル事業を地域支援事業（任意事業の「その他
の事業」）に落とし込んでおり、見守りなどにかかる費用に充てられる。現在は介護保
険事業計画の策定時期にあたり、市町村の中で優先順位が付けられることになる。また、
平成 30 年度からインセンティブ交付金という制度を設けていて、今年度からは自治体
の一般事業にも活用できるようになった。 

 ○足立区では、相続人不明の場合に賃貸借契約の解除や家財処分が難しいという話があ
った。終身建物賃貸借契約に関連する資料として、国土交通省のホームページに掲載の
「《大家さんのための》単身入居者の受入れガイド」を確認してほしい。 
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２．東京都足立区 

 
（１）現状と課題 
 
 ①足立区の概要 
  足立区は、東京 23 区の最北端に位置する。面積は 53.25 ㎢で、23 区の中で大田区、世

田谷区に次ぐ第 3 位の面積を有し、区内には荒川をはじめとした豊かな水辺、舎人公園
等の都立公園をはじめとした大小の公園、⻄新井大師等に代表される多くの名所旧跡に
恵まれている。 

  区内の交通網は、北千住駅を中心とした都心方向への鉄道路線に加え、つくばエクスプ
レスや日暮里・舎人ライナーの開業、鉄道駅を結ぶコミュニティバスの路線増設などによ
り、公共交通が不便な地域（交通空白地域）が大幅に減少した。 

  豊かな自然環境と都心に近いという立地を活かし、便利で安心して住み続けられるま
ちとして区内外から評価が高まりつつあり、転入者の増加にもつながっている。他方、足
立区では他区に類を見ないスピードで急速に高齢化が進んでいる。平成 19 年以降、生産
年齢人口（15〜64 歳）割合は 23 区中最下位である。高層マンションや新たな⼾建住宅の
建設などにより転入者が多い地域では、地域コミュニティの希薄化が進む傾向も見られ
る。 

 
 ②現状と課題 
 ●高齢化率は、23 区中最も高い 
  ➡高齢者への支援策充実が必要 
 ●都営住宅等の公営住宅が多い（都営・区営住宅は約 3 万 2 千⼾） 
 ・都営住宅⼾数は 23 区トップで約 18%を占める（全都下でも約 11％を占める） 
  ➡入居者の高齢化により、単身高齢者、高齢者のみ世帯への支援の需要が増大 
 ●地域包括ケアにおける住まいの課題へ本格的に着手 
 ・地域包括ケアシステム推進会議に令和元年度「住まい部会」を設置、本事業の座⻑であ

る白川教授を中心に検討を実施 
  ➡23 区内でも、高齢者居住支援はやや後手に回っており、後発の利を活かして他自治

体の取組を参考に構築 
 
 ③今年度（令和 2 年度）の到達目標 
 ●足立区居住支援協議会の設立 
 ・区議会からの強い要望もあり、令和２年 12 月を目途に設立を検討 
 ・議論の継続性を保つため、居住支援協議会のメンバーは、「住まい部会」メンバーを中

心に構成する予定 
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  ➡他自治体の先行事例や運営形態を参考に枠組みを検討 
 ●住宅相談窓口の充実（令和 2 年度準備、令和 3 年度本格稼働） 
 ・既存の相談窓口にて（住宅課に設置）、区職員が住宅あっせんや住宅相談を行っている

が、今後は個に寄り添いながら福祉的背景を踏まえた相談体制が必要 
  ➡窓口体制（直営、委託）、実施内容、支援メニューなど、他自治体の先行事例を参考

に検討 
 ●高齢者居住支援メニューの開発（令和 2 年度準備、令和 3 年度本格稼働） 
  ➡対象（ターゲット）を絞った支援メニューを構築予定、他自治体の事例を参考に検討 
 
（２）検討経過 
 
 ①検討経過（概要） 
 本研究事業において、足立区に対して行った主な伴走支援は、足立区（地域包括ケア推進
課、住宅課）、本事業委員である白川教授（日本大学）、高齢者住宅財団を交えて全 3 回の検
討会を設け、意見交換や他事例の取組紹介、情報提供を行った。 
 

【足立区への伴走支援・検討会の開催（概要）】 

    第 1 回全体会議（令和 2 年 7 月 29 日（水）） 

          第第 11 回回検検討討会会（（令令和和 22 年年 88 月月 2211 日日（（金金））））  
      ‐居住支援の方向性と今後の進め方（スケジュール） 
      ‐地域包括支援センター、不動産業者向けのアンケート調査 等 

          第第 22 回回検検討討会会（（令令和和 22 年年 99 月月 2255 日日（（金金））））  
      ‐不動産協会（全日・全宅）へのヒアリング結果の共有 
      ‐高住財団の家賃債務保証制度との提携可能性 
      ‐足立区の居住支援施策の方向性 
      ‐今後の進め方（スケジュール） 等 

          第第 33 回回検検討討会会（（令令和和 22 年年 1111 月月 2255 日日（（水水））））  
      ‐足立区における検討の進捗状況について（報告） 
      ‐緊急通報、見守り支援について 
      ‐居住支援のメニュー、枠組みについて 

 ‐今後の進め方 等 

    第２回全体会議（令和 3 年 3 月 8 日（月）） 
  

足立区居住支援協議会の設立 
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 ②第 1 回検討会（令和 2 年 8 月 21 日（金）） 

▼▼  居居住住支支援援のの方方向向性性とと今今後後のの進進めめ方方（（ススケケジジュューールル））  
・今年度は、①住宅相談窓口の拡充、②高齢者居住支援メニューの開発、③居住支援協議

会の設立の 3 項目を到達目標に設定した。 
・第 1 回検討会の後は、地域包括支援センターや不動産業者を対象としたアンケート調

査の実施を検討する。10 月には住まい部会、全日全宅連絡会を予定している。 
 ・住宅相談窓口（専門員の人選、契約形態、住まい部会と居住支援協議会との調整、他組

織との連携のあり方等）も具体的に検討していく。 
 ・居住支援メニュー開発のターゲットは、⺠間借家層や、シルバーピアに入居できない単

身の高齢者（ケースワーカーが寄り添える生活保護世帯は対象から除く）など、まずは
対象を絞った枠組みでスタートして、運営しながら改編していければよい。 

 ・高齢者の債務保証会社の審査の実態（審査の観点や基準等）を把握した上で、行政がど
こまでサポートできるのか検討する。 

▼▼  地地域域包包括括支支援援セセンンタターー、、不不動動産産業業者者向向けけののアアンンケケーートト調調査査  
 ・地域包括支援センターにおける住宅関連の相談実態を把握するため、アンケート調査を

実施する（足立区「住まい部会」においてアンケート調査の企画・検討を行う）。 
 ・不動産業者向けのアンケート調査を実施し、協力的な組織・団体を抽出していく。 
 ・名古屋市「⺠間賃貸住宅の入居受け入れに関するアンケート調査」（大家・不動産業者

向け）、「住宅に困窮する住宅確保要配慮者に関するニーズ調査」（相談支援機関・区役
所・支所向け）を参考に調査票の素案を作成する。 

 
 検討会においては、居住支援に関する実態や先行事例の取組について、適宜情報提供を行
った。 
 ○大牟田市居住支援協議会の取組（空き家活用、低家賃） 
 ○名古屋市の不動産仲介・管理会社のニッショーの取組（見守り等のサービス付加） 

 ○千葉市の取組（希望する 65 歳以上の高齢単身世帯に ALSOK の緊急通報装置を設置） 

合わせて、ニッショー、福岡市社会福祉協議会、熊本市社会福祉協議会など、見守りや緊
急通報、死後事務等で先行している事例に対するヒアリング（オンライン）を提案した。 

 そのほか、関連資料を提供した。 
○アンケート調査について 

 ・名古屋市住宅都市局「名古屋市における住宅セーフティネット制度の取り組みについて」 
 ・名古屋市住宅都市局「⺠間賃貸住宅の入居受入れに関するアンケート調査(調査票)」 

○居住支援メニューについて 
 ・㈱ニッショー「高齢者の賃貸入居の今」(suumo ジャーナル, 2019.10.7) 
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 ・㈱ニッショー「ニッショーの高齢者見守りサービス」(企業 HP) 
 ・千葉市「高齢者緊急通報システムのご案内」(千葉市 HP)  等 

○居住支援協議会の事務局機能について 
 ・国土交通省安心居住推進課「新たな住宅セーフティネット制度の概要について」

(2020.8.25) 
 
 
 ③第２回検討会（令和 2 年 9 月 25 日（金）） 

▼▼  不不動動産産協協会会（（全全日日・・全全宅宅））へへののヒヒアアリリンンググ結結果果のの共共有有  
 ・全日本不動産協会東京都本部城東第一支部（全日）と東京都全国宅地建物取引業協会足

立区支部（全宅）の不動産協会２団体にヒアリングを実施した結果、不動産業者と行政
との連携にあたっては、両者の意思統一を図ることが必要であること、そのためにスキ
ーム（体制）の確立に着手すべきといった具体的課題が示された。 

 ・ヒアリング結果を踏まえて検討した結果、居住支援施策の方向性としては、①不動産協
会と行政職員による共同窓口の開設（不動産協会と連携した相談会の実施等）、②保証
会社等を巻き込んだ支援メニュー（家賃債務保証、少額短期保険への助成）の二本立て
とした。特に②については、⺠間保証会社の巻き込み方や選定方法などについて、合わ
せて確認・検討しておく必要がある。 

▼▼  高高齢齢者者住住宅宅財財団団のの家家賃賃債債務務保保証証制制度度ととのの提提携携可可能能性性  
 ・高住財団の家賃債務保証は、国の基金も入っていて、公的な事業としての性格が強く、

⺠間保証会社の審査に通らなかった方も利用している。 
 ・高住財団の家賃債務保証で、大体のことはカバーできる。ただし、制度があることを知

らない高齢者や不動産業者もいるので、高住財団の制度の周知も必要となる。 

▼▼  足足立立区区のの居居住住支支援援施施策策のの方方向向性性  
 ・不動産協会（全日・全宅）へのヒアリング結果を踏まえ、保証会社等を巻き込んだ家賃

債務保証等の枠組みのイメージを共有した。足立区と全日・全宅が連携することを想定
して、保証会社と少額短期保険の保険会社との連携の枠組みを検討した。なお、連携す
るにあたって、足立区から入居者への補助金など、事業者にとってのメリットも示す必
要がある。 

 ・足立区が想定する居住支援の対象像は、シルバーピア申請者等、65 歳以上の単身高齢
者の約 150 世帯としており、足立区の人口からすればほんの一握りであるが、まずは
そこをターゲットとする。 

・全日・全宅へのヒアリング結果から、行政と不動産協会との連携、支援メニュー（家賃
債務保証等）について検討を進めてきたが、今後は両団体を通じて、協力してくれそう
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な不動産業者を紹介してもらい、具体的な支援メニュー等の検討に入る。 
 ・これまでの議論で、行政と不動産協会とで共同窓口を運営し、走りながら支援メニュー

を付加していくというイメージを持っている。現段階で具体的な支援メニューを挙げ
るとすれば「家賃債務保証」になる。 

▼▼  今今後後のの進進めめ方方（（ススケケジジュューールル））  
 ・当初実施予定のアンケート調査は先送りし、全日・全宅のヒアリング結果を踏まえて組

織づくりに早めに着手することとなった。 
 
 検討会においては、居住支援に関する実態や先行事例の取組について、適宜情報提供を行
った。 
 ○行政の相談窓口のあり方について 
 ・愛知県岡崎市の取組（住宅課の職員が相談窓口となり福祉部局と調整） 

 そのほか、関連資料を提供した。 
 ・家賃債務保証制度のご案内（高住財団パンフレット） 
 ・都内社会福祉協議会の保障サポート等 
 
 
 ④第 3 回検討会（令和 2 年 11 月 25 日（水）） 

▼▼  足足立立区区ににおおけけるる検検討討のの進進捗捗状状況況ににつついいてて（（報報告告））  
 ・前回検討会（9 月 25 日）後、庁内での情報共有、不動産関係団体への報告を経て、12

月の第１回「足立区居住支援協議会」の設置・開催に向けて準備を進めている。 
 ・これまではターゲットを絞って、まず仕組みをつくるという方針で準備してきたが、こ

こでいったん「高齢者の入居の妨げとなっている課題の全体像」を整理し、入口部分だ
けでなく伴走支援の仕組みも併せて検討した（「（仮称）あだち住まいサポート事業」
と「協議会」の２本柱からなる支援スキームを考案）。 

▼▼  緊緊急急通通報報、、見見守守りり支支援援ににつついいてて  
 ・身寄りがない一人暮らし高齢者の緊急通報、見守り支援のツールとして、機能している

ような事例について情報提供・意見交換、合わせて事故物件の考え方や補償について意
見交換を行った。 

 

▼▼  居居住住支支援援ののメメニニュューー、、枠枠組組みみににつついいてて  
 ・これまで検討してきた支援メニューは、主に住まい関係の入口と出口に関する部分であ

ったが、不動産業者にとっては入居後のアフターフォローも大切だとの認識で、入居中
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の課題もピックアップし、それに対する区の支援策を考案した。 
 ・実際、生活の中で段階的に必要となるサービス、あるいは不要となるサービスもあるの

で、まずは一つ仕組みを立ち上げて、大家や不動産業者が安心して貸してくれるような
支援メニューにブラッシュアップしていくことが必要である。 

 ・⺠間にも様々な支援・サービスがあるので、制度内外のサービスを組み合わせて支援の
枠組みを構築していく。 

▼▼  今今後後のの進進めめ方方  
 ・12 月 4 日に第 1 回「足立区居住支援協議会」を開催する予定である。そこでは課題や

問題意識の共有、足立区としての方針や支援策の説明など、全体的な方向性を確認・共
有する。その後、不動産関係団体との連絡会も予定されているので、実務者レベルの協
議・検討を進めていく。 

 
 検討会においては、居住支援に関する実態や先行事例の取組について、適宜情報提供を行
った。 
 ○緊急通報、見守り支援について 
 ・緊急通報や見守り支援のツール開発の動向（携帯電話を活用した緊急通報システム等）。 
 ・LED 電球を活用した見守り（ハローライト等）。 
 ・クロネコヤマトやヤクルト等と連携した配達時の見守りなど、新聞や電気、ガス等のイ

ンフラ系の会社と提携した見守り。 
 ・名古屋市では不動産業者向けの相談窓口（電話対応）を設置（愛知共同住宅協会が受託）。 
 ・福岡市社会福祉協議会と不動産業者との連携。 
 ・熊本市社会福祉協議会の「住宅確保要配慮者支援事業」（⺠間保険会社と連携して、家

賃債務保証等の保険のスキーム構築）。 など 

合わせて、福岡市社協、熊本市社協など、見守りや緊急通報等で先行している事例に対す
るヒアリング（オンライン）を提案した。 
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（３）次年度の検討課題 
 
 令和２年 12 月 4 日には、第 1 回「足立区居住支援協議会」を設置・開催し、当初の目標
のひとつを達成することができた。この居住支援協議会において、足立区の「新たな居住支
援事業（案）」の事業検証を行い、課題の抽出と提言・情報発信を行っていく予定としてい
る。 
 
  ≪今後の課題（居住支援協議会の委員意見）≫ 
  ・行政と不動産団体との情報共有 
  ・具体的な事業をスタートさせること 
  ・担当者を決めて総合的にサポートする体制づくりを行うこと 
  ・入居後も家主から相談を受ける仕組みづくり 
  ・ケアマネジャーや地域包括支援センター職員が情報交換することで入居促進を図っ

ていくこと 
 
 令和 3 年度からは足立区住宅課に設置されている相談窓口の改編として、「あだちお部屋
さがしサポート事業（案）」への展開を検討している。 
 それに向けて、①足立区の住宅事情に精通した専任職員を窓口に配置すること、②行政の
住宅部局・福祉部局・不動産協会の共同により住宅相談会（月２回）を設けること、③必要
に応じて成約まで利用者に個別に寄り添い支援をしていくこと、④入居促進に向けて単身
高齢者を対象に家賃債務保証等の費用を一部助成すること、⑤成約後も家主等の相談を受
け付ける体制を整えていくことを掲げている。 
 なお、①専任職員は、入居相談から成約後まで一貫してトータルサポートに携わることで、
大家・不動産業者の安心につながるようにする（居住支援協議会にて検討後、実施予定）。 
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３．滋賀県東近江市（社会福祉法人六心会） 

 
（１）現状と課題 
 
 ①東近江市の概要 
  滋賀県南東部にある東近江市は、東⻄に⻑い市域を持ち、三重県との県境である鈴鹿山

系から、愛知川と日野川流域に沿って琵琶湖へと続く。平成 17 年に八日市市、永源寺町、
五箇荘町、愛東町、湖東町の 1 市 4 町が合併して発足、さらに平成 18 年には能登川町と
蒲生町を編入した。 

  社会福祉法人六心会が立地する「五個荘地区」は、交通の要衝として古代には東山道、
近世には中山道や御代参街道（伊勢道）が通り、現在も国道 8 号と東海道新幹線が横断す
る。その利点を活かして、中世以降近江商人発祥地の一つとして発展してきた。 

 
 ②現状と課題 
 ●令和 2 年 2 月現在の高齢化率は東近江市 26.6％、五個荘地区 26.7％、空き家数は東近

江市 1,601 ⼾、五個荘地区 209 ⼾ 
 ●平成 5 年に設立された六心会は特養と地域密着型特養、老健を経営している。また、六

心会の地域活動として下記２団体の事務局を担う 
 ・専門職と住⺠との連携・協議テーブルの定期開催（名称「てんびん倶楽部」） 
  地域診療所の医師や⻭科医師、薬局、病院等専門職と⺠児協、地区社協、まちづくり協

議会などの住⺠団体役員、行政とが集まり地域課題等を共有 
 ・日常生活圏域である五個荘地区での第二層協議体の運営（名称「五個荘地区住⺠福祉会

議」） 
  市社協「第 2 次東近江市地域福祉活動計画」に基づいた「五個荘地区住⺠福祉活動計画

推進会議」を「五個荘地区住⺠福祉会議」と改め、第二層協議体として地域の集いの場
や住⺠活動等の地域資源の見える化等を進める 

 
 ③今年度（令和 2 年度）の到達目標 
  居住支援や生活支援に関して、住⺠や専門職、行政と方向性を共有するための会合を企

画する。 
 ●講師を招いた勉強会・ワークショップ等の開催 
 ●住⺠とともに先進地などの視察研修等の実施 
 ●居住支援法人指定申請の準備を開始 
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（２）検討経過 
 

① 検討経過（概要） 
 東近江市では社会福祉法人六心会が主体となって、行政、地域関係団体との関係づくり、
基盤整備を行ってきた。東近江市に対して行った主な伴走支援は、「東近江市における居住
支援に関する意見交換会」(11 月 2 日)の開催に向けたサポート、先進事例である「やすら
ぎ会」への視察研修（12 月 25 日）の調整であった。 
 

【東近江市・六心会への伴走支援】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②事前訪問（令和 2 年 7 月 6 日（月）） 
  本事業の委員である鈴木准教授（京都府立大学）と高齢者住宅財団とで六心会を訪問し、

高齢者の居住支援のスキームの説明、事例紹介を行った後、地域の状況や居住支援の方向
性について意見交換を行った。 

 ➡第 1 回全体会議へ 
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 ③東近江市における居住支援に関する意見交換会 
 
【開催概要】 
 日 時：令和 2 年 11 月 2 日（月）13：30〜17：00 
 場 所：東近江市役所 新館 317・318 会議室 
 出席者：[東近江市]小椋市⻑以下、健康福祉部部⻑、次⻑、部各課（健康福祉政策課、

生活福祉課、福祉総合支援課、⻑寿福祉課、障害福祉課）、都市整備部（住宅
課） 

     市議会議員、五個荘地区社会福祉協議会会⻑、五個荘地区まちづくり協議会
会⻑ 
[六心会]堤理事⻑以下、奥村地域支援担当、辻地域支援担当、林氏 

     [伴走支援メンバー] 
     森岡課⻑補佐（厚生労働省老健局高齢者支援課） 
     笹井係⻑（厚生労働省近畿厚生局地域包括ケア推進課） 
     鈴木准教授（京都府立大学生命環境学部） 
     山田理事⻑（リガーレ暮らしの架け橋） 
     吉田氏（やすらぎ会） 
     [事務局]高齢者住宅財団、日本総合研究所 

議 事：開会挨拶 
     説明 ・調査研究事業の目的と概要（高齢者住宅財団） 
        ・高齢者等に対する居住支援施策について（厚生労働省） 
        ・地域包括ケア推進の観点からみる居住支援（近畿厚生局） 
     報告 ・京都市高齢者すまい・生活支援事業（リガーレ暮らしの架け橋） 
        ・居住支援の現場から（やすらぎ会） 
        ・東近江市における居住支援の課題と今後の展開（東近江市） 
     意見交換 
     閉会挨拶 
 
【議事概要】 

▼▼  調調査査研研究究事事業業のの目目的的とと概概要要（（一一般般財財団団法法人人高高齢齢者者住住宅宅財財団団））  
・高齢者住宅財団では、厚生労働省の補助事業を活用しながら、平成 23 年度から「地域善

隣事業」に関する研究事業を始め、その後、平成 26 年度から「低所得高齢者等住まい・
生活支援モデル事業」を経て現在に至っている。平成 29 年度には国土交通省が「新たな
住宅セーフティネット制度」をスタートさせ、厚生労働省や法務省と連携しながら、居住
支援の普及拡大に努めてきたところである。 
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・居住支援は、多様な関係者が連携しつつ、それぞれ役割を持って進めていくものである。
居住支援はまさに多職種連携、官⺠協働で行われるべき最たるものだと考えている。ポイ
ントは福祉部門と住宅部門の連携にあるが、困っている住⺠の近くにいる市町村の役割
も大きい。 

・本調査研究事業は、高齢者等が安心して地域で暮らしていけるよう、居住支援の取組を各
地域に広めていくため、東京都足立区、滋賀県東近江市、大分県日出町に手を挙げていた
だき、各地の事業の立ち上げに向けて伴走支援していくことになった。 

 
▼▼  高高齢齢者者等等にに対対すするる居居住住支支援援施施策策ににつついいてて  
  （（厚厚生生労労働働省省老老健健局局高高齢齢者者支支援援課課  森森岡岡課課⻑⻑補補佐佐））  

・高齢者の増加に伴い、高齢者の独居世帯や夫婦のみ世帯が増えていく。現在の高齢者の居
住は、⺠間賃貸が 165 万⼾で⽐較的ボリュームが大きく、また高齢者の 9 割以上は在宅
という実態がある。他方で、高齢者の入居に対して 8 割の賃貸人が拒否感を示しており、
家賃債務保証や見守り、入居トラブル、死亡時の残存家財処理等が課題となっている。 

・厚生労働省としては、平成 26 年度から 3 年間にわたり「低所得高齢者等住まい・生活支
援モデル事業」を実施し、15 自治体を対象に居住支援関係の事業の立ち上げを支援して
きた。その中で、京都市では居住支援協議会を設置、不動産団体と福祉団体、京都市（住
宅部局・福祉部局）が連携して住み替え需要への対応、住宅確保と見守りを行っている。
岩手県雫⽯町では、社会福祉法人（養護老人ホーム）が空き家・賃家を借り上げ、住宅に
困っている方に転貸するという取組を行っている。社会福祉法人が定期的に見回りを行
うことで、家主にとっての安心感につながっている。秋田県鹿角市では、社会福祉法人が
共同生活可能な住まいの提供と生活支援を一体的に実施している。 

・モデル事業は 3 年間で終了したが、平成 29 年度以降は先進事例の全国展開を図るため、
地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、入居
に係る支援等の内容を明確化した。国土交通省の居住支援協議会・居住支援法人への支援
の中でも、入居前の支援、入居中や死後・退去時の支援に対して補助していく枠組みもあ
る。厚生労働省では、令和 3 年度の概算要求において「高齢者住まい・生活支援伴走支援
事業」を新規で要求している。本日の意見交換会のように、事業の実施に向けた意見交換
や課題に対するアドバイス、第一線で活動している行政職員・有識者の紹介など、伴走支
援していきたいと考えているところである。 

 
▼▼  地地域域包包括括ケケアア推推進進のの観観点点かかららみみるる居居住住支支援援  
  （（厚厚生生労労働働省省近近畿畿厚厚生生局局地地域域包包括括ケケアア推推進進課課  笹笹井井係係⻑⻑））  

・地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける
ことができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制のこ
とを指し、概ね 30 分以内に医療や介護等の必要なサービスが受けられる日常生活圏域を
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単位としてイメージしている。いつまでも元気に暮らしていくためには「生活支援」と「介
護予防」が不可欠であり、制度内のサービスに限らず地域の老人クラブや自治会、ボラン
ティア、NPO 等の取組・活動も欠かせない。 

・平成 27 年に介護保険法が改正されて地域支援事業の全体像が変わり、介護予防・日常生
活支援総合事業が多様化し、包括的支援事業が拡充され、任意事業の中の「その他の事業」
に「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」が明示された。地域支援事業の「高齢者
の安心な住まいの確保に資する事業」に関して、滋賀県内の自治体で今年度の交付金に手
を挙げているのは栗東市のみとなっている。 

・住み慣れた地域で生活を継続するためには、本人による意思や選択、生活のベースとなる
住まい、本人の生活を支える自助・互助・共助・公助の仕組み、専門職による専門的なサ
ービスが必要となる。六心会では、市からの委託によって生活支援コーディネーター、第
二層の協議体を組成していると聞いているが、居住支援から介護予防・生活支援まで、シ
ーン別に支援の仕組みを整えつつあるといえる。 

 
 ≪質疑応答≫ 

 ○「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」の 15 事例について、取組が進展する
共通要因は何か。 

  ➡社会福祉法人等の担い手が取組を主導している地域では、その後も⽐較的上手く回
っている。行政主導の場合、社会福祉法人等に取組のメリットを示して説得するとい
うスタートの部分でつまずいてしまうケースもある。モチベーションの高い法人が
地域にいることで、行政内の横の連携が進むといったこともある。 

  ➡京都市のほか横浜市、福岡市など、政令指定都市や大規模な自治体・地域では一法人
の力は限られるので、多くの法人同士の連携が求められる。 

  ➡多様な法人とネットワークをつくりながら、一つの法人の負担をできるだけ少なく
するような仕組みも大切である。 

 ○⻑期入院していた障害者が地域で生活したいとの申し出があったが、賃貸住宅の入居
を拒否されたことがあった。その理由を把握するため不動産会社に聞き取りを行った。
最もネックになったのは、緊急時や見守りの「24 時間対応」だった。行政が当事者に
伴走支援することは難しく、法人に頼るしかないので、多様な法人のネットワークが大
事だということはよく理解できる。 

 
▼▼  京京都都市市高高齢齢者者住住ままいい・・生生活活支支援援事事業業「「現現在在直直面面ししてていいるる課課題題とと今今後後のの方方向向性性」」  
  （（社社会会福福祉祉法法人人リリガガーーレレ暮暮ららししのの架架けけ橋橋  山山田田理理事事⻑⻑））  

・京都地域密着型サービス事業所協議会の会⻑時代に、居住支援の事業立上げに携わった。
地域密着型サービスは小学校区を対象に活動している。見守り事業は、利用者宅と拠点の
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距離が大事になる。 
・平成 24 年に京都市居住支援協議会が発足し、参画していた不動産団体から業界の話を聞

く機会ができた。京都市内にも空き家・空き室が増え、不動産業界の景気は落ち込んでき
たが、高齢者に貸すのは抵抗があるとのことだった。平成 26 年には京都市老人福祉施設
協議会の施設⻑会でモデル事業参加を呼び掛けたところ、4 割の施設が参加意向を持って
いることがわかり、「京都市高齢者住まい・生活支援モデル事業」をスタートした。 

・モデル事業を通じて、利用者本人と大家が安心するための機能を開発し、施設・病院から
の地域移行を実現するために、従来の施設機能を地域で提供できる仕組みの開発等を行
った。モデル事業を進める中で、これまでつながりのなかったような業界・団体と新たな
ネットワークができて幅が広がっていった。 

・モデル事業は 3 年間の期限があるが、終了後には京都市の独自事業として継続的に取り
組んでいくことになり、そのための運営委員会も設置した。事業継続できている要因とし
て、行政内及び行政と事業団体との連携、福祉関係団体との連携などが挙げられる。 

・この間の事業の改善策として、法人職員の負担軽減のため通所や訪問等介護サービス利用
時の安否確認の導入、見守りの非専門職の活用（福祉系学部の大学生等）、見守り拠点の
分散化（地域密着拠点）などを行った。今後の課題として対象地域・住宅の拡大（新たな
社会福祉法人や不動産事業者の参画等）、地域での認知度の向上、⺠間事業者との連携等
が挙げられ、全市展開も視野に入れながら検討していきたい。 

 
▼▼  居居住住支支援援のの現現場場かからら（（社社会会福福祉祉法法人人ややすすららぎぎ会会  吉吉田田氏氏））  

・社会福祉法人やすらぎ会は、平成 18 年から地域包括支援センターの受託運営を通じ、住
まいに関する相談が一定数あることを認識した。一方で、住まいの相談はつなぎ先がない
ことを地域の課題として認識し、居住支援事業に取り組むことになった。 

・平成 26 年より「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を展開、まずは住まいの
確保のため、市内の宅建協会加盟の不動産業者とコミュニケーションを図り、協力店を募
っていった。合わせて、高齢者等との賃貸契約の拒否感の背景にある理由を把握・分析し、
支援対象者ごとの課題を明確にして、課題に対する支援プランを作成（見える化）、家主・
利用者双方にとって安心して契約できる仕組みを整えていった。さらに、天理市では高齢
者福祉サービスの一環で緊急通報装置が提供されていたが、その設置要件が厳しかった
ため、個別にサービス提供会社と契約して、居住支援事業の利用者への提供を可能にした。 

・モデル事業終了後は、やすらぎ会の「住まいの生活支援事業」として法人独自で事業を継
続、平成 30 年には奈良県内の居住支援法人の第 1 号に指定され、対象者を住宅確保要配
慮者へ拡大した。現在の相談件数は 113 件、成約件数は 31 件、不動産の協力店は天理市
内の全ての不動産仲介業者が登録している。当初、不動産業者からすると入居審査が通れ
ば貸せるというスタンスだったが、成約実績が積みあがっていくにつれ、やすらぎ会が支
援するなら手伝うというスタンスに変わってきた。不動産業者が避けたい問題は、孤独死、
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近隣とのトラブル、対応に時間がかかるということであるが、それに対してやすらぎ会が
仲介することで、これらのリスクを軽減することに貢献している。 

・ケース対応での課題として、多重に問題が重なった相談者が多く、相談対応の蓄積と分析
によって、さらなる対応スキルの向上が必要であること、また制度の利用要件に合わない
方も多く、単独法人での対応が難しいため、行政や他法人との連携が必要であることが挙
げられる。今後、地域ニーズを反映した事業の展開に努めていきたい。 

 
▼▼  意意見見交交換換  

≪東近江市の施策動向（障害分野）≫ 

○障害分野では「近江市障害者総合支援協議会」があり、その下部組織の「暮らし部会」に
おいて障害者の居住支援について議論している。障害のある人が希望する暮らしを実現
できる地域をつくるために、行政機関、支援機関、障害者、⺠間賃貸事業者の現状・課題
を取りまとめた。入居者に障害がある場合には、障害に対する大家の理解を進めること、
仲介会社・管理会社には支援者（法人）を協定等で明確に位置づけること、入居者には金
銭管理をサポートすることなどの対策が必要である。今後は、障害者向けの「住宅入居等
支援事業（居住サポート事業）」（厚生労働省）と高齢者、障害者、子育て世帯、外国人を
対象にした「あんしん賃貸支援事業」（国土交通省）とで連携して、支援体制を構築して
いくことも検討していきたい。 

 
≪厚労省モデル事業≫ 

○モデル事業の 15 自治体の話もあったが、必ずしも「正解」はない。人口規模も違うだろ
うし、地域課題を今ある資源でどう解決していくか、地域特性を活かしつつ考えた結果だ
ろうと思う。モデル事業を真似する必要もなく、東近江市ならではの取組を検討してもら
いたい。 

○京都市では複数法人が集まって会議を開催しており、課題や問題の共有ができている。次
第に参加する法人も増えてきて、そのような新規法人にノウハウ等を提供していくこと
ができたことも特徴である。 

○生活保護受給者に対して理解のある大家が出てくるのか、一軒家等を貸してくれる大家
が出てくるのか、もし事例があればどのようなケースがあるのか教えてほしい。 
➡生活保護受給者は、やすらぎ会が支援している中の 3 割程度はいる。生活保護の場合

は、定期的に保護費が入ってくるので、⽐較的話を通しやすい。生活保護担当課には家
賃の代理納付をお願いしている。 

➡京都市内でも他では受け入れてくれないような人に積極的に家を貸している大家もい
る。そういった大家は、空き家・空き室になるくらいであれば、高齢者や外国人等を受
け入れた方がよいといった考え方を持っている。 

➡一軒家の空き家活用は大牟田市が実践している。市場に流通している空き家ではなく、
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空き家の実態調査を行った中で、活用できる空き家を住宅確保要配慮者向けに提供し
ている。空き家であっても維持費や税金がかかってしまう。そのランニングコストを賄
った方がよいのではないかと訴え、固定資産税程度の料金で貸してもらえるようにし
た。空き家の実態を調査し、活用可能性について精査しながら、使える空き家の使い道
をどうするか、どういった方に提供するのか、また大家にはどういった PR の仕方がよ
いのか考えていくことが大事である。 

 
≪東近江市・五個荘地区の状況≫ 

○五個荘地区社協では、第三層の各自治会における見守りなどの取組も含め、地域で何がで
きるのか検討しているところである。六心会の地域の実情をよく知る人が第二層のコー
ディネーターとなっていて、連携して活動を進めている。 

○施設機能の地域展開という点では、五個荘地区において、六心会の特養と別法人の運営す
る養護老人ホーム、市社協、地区社協が協力して「子ども食堂」の取組を行った。 

○五個荘地区には大きな屋敷に住む一人暮らし高齢者もいて、いずれは空き家となる可能
性もあるため有効活用方法を考えていきたい。 

○五個荘地区まちづくり協議会の活動方針の 1 つとして、「健康・子育て・福祉のまちづく
り」を掲げ、イベント事に偏らず、地域の課題に対して取り組んでいる。居住支援に対し
ても、地域の団体として協力できることは何か考えていきたい。 

 
≪東近江モデル≫ 

○六心会は社会福祉法人として地域に根差した活動をしてきた。社会福祉法人といっても
それぞれが様々な事業を実施しており、関係者がネットワークを構築して取組を進めて
いくことが大事であると考えている。そして、全国に発信できるような、誇れるような東
近江モデルをつくっていきたい。 

○地域資源や地域事情に応じて、東近江市ならではの居住支援の枠組みを検討していきた
い。空き家やアパートなどのハードを活用して、居住支援法人に支援をお願いすることは
できるかもしれないが、介護保険のサービスの中で訪問等見守りを行うことができても、
特に 24 時間の対応をどうしていくべきかが課題である。 
➡やすらぎ会では、緊急時（24 時間対応）には法人内の特別養護老人ホームに連絡がい

くようになっているが、実際はまだそういったケースはない。不動産業者や家主とのや
り取りの中で、初期は緊急時の対応を要求されたが、体制を整えていることを理解して
もらってからは要求されることはなくなった。 

➡リガーレ暮らしの架け橋と利用者との間で週 2 回の見守り（1 回は電話、１回は訪問）
を契約し、その上で利用者と不動産業者の契約が成立する形となっている。24 時間対
応よりも、安否確認をするということの方を重視している。 

○この地域ならではの東近江モデルが進められるのではないか。また、六心会は、地元であ
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る五個荘地区から進めていきたいとの思いもあるので、五個荘地区をモデルにして、全市
域の取組へ広がる際に、そのノウハウを提供してもらえるとよいと思う。 

 
 ④オンラインミーティング（令和 2 年 11 月 30 日（月）） 
  「東近江市における居住支援に関する意見交換会」開催後までを含めた、これまでの展

開経緯と今後の方向性について意見交換を行った。 
  今後の方向性については、六心会より法人所在地である五個荘地区の関係者を集めた

フォーラム・勉強会が提案された。フォーラム・勉強会開催前に、相談対応の体制づくり
をイメージする上でも、先行事例であるやすらぎ会への視察研修（東近江市役所や地域関
係者も同行）を行うこととした。 

 
 ⑤先進地視察（やすらぎ会・天理市） 
 日 時：令和 2 年 12 月 25 日（金）13：00〜15：20 
 場 所：社会福祉法人やすらぎ会 会議室 
 出席者：[東近江市]健康福祉部（生活福祉課、福祉総合支援課、⻑寿福祉課、障害福祉課）、

都市整備部（住宅課）、五個荘地区まちづくり協議会 
[六心会]堤理事⻑、奥村地域支援担当、辻地域支援担当 

 [やすらぎ会]植田業務執行理事、吉田氏、北中氏 
 [奈良県]地域デザイン推進局住まいまちづくり課 
 [事務局]高齢者住宅財団、日本総合研究所 

議 事：開会挨拶 
     説明 ・奈良県における居住支援の取組について（奈良県） 
        ・居住支援の取組（やすらぎ会） 
     質疑応答 
     閉会 
 

▼▼  開開会会挨挨拶拶  
  （（社社会会福福祉祉法法人人ややすすららぎぎ会会  植植田田誠誠  業業務務執執行行理理事事））  

・昭和 48 年に社会福祉法人の認可を受け、昭和 50 年に特別養護老人ホームを開園した。
「人をたすけて我が身たすかる」という思いで活動してきた。昭和 53 年、第 1 回目の 24
時間テレビ「愛は地球を救う」（日本テレビ系列）が放送されたが、番組から訪問入浴車
を寄付してもらい、全国的にも早い段階から訪問入浴に着手した。これが、施設内での支
援にとどまらず、地域に出て行って支援をするきっかけともいえる。 

・天理市は、天理教を基盤とした市であり、全国からの信者が宿泊する大規模な「詰所」も
100 箇所ほどあり、資源に恵まれているといえる。しかし、30 年くらい前から空き室も
目立つようになった。市内には大学・専門学校もあり、若い人たちの流入もある。そうい
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った背景もあり、天理市や天理教教会本部と相談しながら、天理市の特徴を活かした取組
ができないかということで、「高齢者支援ハウス」の運営という話も浮上した。 

・その後、奈良県や天理市等と話し合いをする中で、平成 26 年に「低所得高齢者等住まい・
生活支援モデル事業」に参画することになった。居住支援には、地域の多様なニーズ、多
様な関わり方があると思っている。それをつくり上げるには、「人」と「仕組み」、そして
地域の「環境」の 3 つの要素を整えていかなければならない。モデル事業を経て、少しず
つ支援の経験を積みながら、天理市ならではの支援の枠組みづくりに努めてきた。 

 
▼▼  奈奈良良県県ににおおけけるる居居住住支支援援のの取取組組ににつついいてて  

・平成 28 年に奈良県居住支援協議会が設立され、まずは居住支援のニーズや課題を把握す
るため、県内の福祉・住宅分野の関係者にヒアリングを行った。ヒアリングの結果、奈良
県内の市町村福祉部局は高齢者や障害者といった分野ごと個別に相談窓口を立てており、
それぞれが個別に住宅部局や不動産仲介業者と調整していること、また相談支援員の資
質や能力によって支援内容に差が出ていることもわかった。それを解消するため、居住支
援を推進する一環として、福祉関係主体と住宅・不動産関係主体のお互いの悩みを共有し、
歩み寄ってもらうためのセミナーを開催した。 

・奈良県の居住支援の取組は、まずコロナ禍前には、奈良県居住支援協議会の活性化を図る
ため、協議会内にワーキンググループを設置した。そこに、居住支援への意識を持ってい
る方などに声がけして参集してもらい、議論する場とした。また、奈良県庁内においても、
関連する部署が話し合える場として「奈良県住宅確保要配慮者等に対する住まいの支援
に関する連絡会議」を設けた。 

・その後、コロナ禍中にあっては、居住支援に対するニーズを把握するために、県庁から奈
良県社協に「生活困窮者自立相談支援」を委託した。それは、町村部を対象に相談支援を
行い、また実態把握等も行っているため、その情報を共有してもらうようにしている。 

・コロナ禍で住まいに関して新たに表面化した問題は、ひとり親家庭や高齢労働者、外国人
労働者等、社会的に弱い立場の人たちに大きな影響が出ている。離職者や生活困窮者等に
は県営住宅の確保のほか、居住支援（相談支援）を⺠間事業者等の各主体と連携しながら
進めているところである。 

 
▼▼  ややすすららぎぎ会会ににおおけけるる居居住住支支援援のの取取組組  

・平成 26 年の厚労省「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」に参画してから居住
支援事業を行ってきた。まずは、住まいの確保に向けて、市内不動産業者とのネットワー
クをつくる必要があった。そのために宅地建物取引士の資格保有者を採用し、不動産業者
へのアプローチ法について検討した。その後、市内の宅建協会に加盟する全不動産業者に
対して案内状・事業説明書をファックスし、反応があったところから訪問して説明をした。
実際に協力してもらえる不動産業者には、協定書を締結し、協力店として事業者登録をし
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てもらった。平成 27 年 5 月から不動産業者との話し合いを始め、7 月いっぱいまで登録
を受け付けた。その後は、事業を進めながら必要に応じて不動産業者にアプローチしてい
った。 

・次に、転居希望者と家主双方が安心して契約してもらえるよう、不安材料を分析し、「支
援プラン」の作成と「転居支援委員会」の開催を提案した。居住支援事業を開始するにあ
たっては、地域の介護保険事業者向けに説明する機会を得た。平成 27 年 8 月末、100 名
くらいが集まる担当者会議において居住支援事業の説明を行った上で、相談支援を開始
した。 

・そのほか、各方面への周知のため、パンフレットを 2,000 部作成し、公⺠館、行政機関、
病院・クリニック、⻭科医院など 600 件近くを訪問して置かせてもらうとともに、地域
のサロン活動に出向いて説明した。さらに「居住支援」についてもっと周知を広めるため
にプレスリリースを作成し、新聞 3 社、テレビなどのメディアで取り上げてもらった。 

 
 

▼▼  質質疑疑応応答答  
≪活動財源≫ 

○厚労省のモデル事業終了後、支援活動に対する財源はどのように確保したのか。行政が委
託費を支払うといった話はあるのか。居住支援に取り組んでいて、他の事業につながるな
ど、副次的な効果はあるのか。 
➡モデル事業終了後、平成 29 年度は「新たな住宅セーフティネット法」の施行（10 月 25

日）まで期間が空いていたので、補助を受けることなく法人の独自事業として実施した。
平成 30 年 1 月に居住支援法人の指定を受けてから、国交省の補助を受けながら実施し
ている。天理市（行政）からの補助や委託料等はない。 

  相談対応する中で、他のサービスにつなげることはあるが、居住支援の利用者に当法人
のサービスを提供することは、利益相反になることもあり避けている。一つの社会福祉
法人としては副次的な効果は薄いかもしれないが、行政としては一つの相談機関から
別の相談機関につながるなど、連携体制構築等の面でメリットはある。 

 
○入居後の継続支援の中で、利用者から見守り支援等の利用料を徴収しているのか。見守り

も人手がいることなので、費用が発生すると思うが、どのように事業を回しているのか。 
 ➡国から補助金を受けている関係で、見守り支援について利用料は徴収していない。利用

者の必要性に応じて、様々な支援やサービスを組み合わせることで、見守り体制を構築
している。 
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≪法人内の体制≫ 

○居住支援に携わっている 2 名は、他事業も兼務しているのか。 
➡介護保険事業に対しては配置基準があるので、それを満たすのは必須であるが、ケアマ

ネジャーや管理者という立場としているので、⽐較的自由に動ける。 
 
≪居住支援のあり方≫ 

○ハード（物件）とソフト（支援）が両輪で整備されることが必要であるが、意外と地域に
物件はあって、福祉の支援体制がしっかり担保できれば話が進んでいく。利用者の属性を
見極めた上で、どれだけ安心材料を整えられるか、リスクを担保できるような支援側の
「仕組み」が大事だろうと思った。 

 ➡実際、転居先の物件探しで困ることはほとんどない。福祉の制度として対応するのは転
居後だと思うが、最初に相談を受けて課題を整理して、その上で転居できる状態までも
っていくのが一番大変だと感じている。 

  仕組みや支援のパッケージ化は、支援者側にとっては効率的であるが、利用者側にとっ
て本当にそれが必要な支援の形なのか。仕組みは大事ではあるが、支援を回すプレーヤ
ー、現場での信頼感が大事だと思っている。 

 
○「支援プラン」は、やすらぎ会のオリジナルだと思われるが、相談時にどのように活用し

ているのか、またモニタリングはしているのか。 
➡「支援プラン」は、当法人オリジナルのものではあるが、アセスメントして支援プラン

（原案）を立てている。どちらかというと、利用者に関する情報を収集するため、また
支援者や介入者を見える化することを念頭に置いて作成したものである。利用者には
内容を説明した上でサインをもらい、それを不動産業者と共有している。 

 
○地域のサロン活動やボランティア活動等へのインフォーマルサービスの情報提供や参加

への声がけなどをするにあたって、地域の社会福祉協議会や⺠生委員等との関係づくり
も担っているのか。 

 ➡実際に入居にあたっては、入居者を⺠生委員に紹介したり、その場に立ち会ったりして
いる。当然、生活保護の方は⺠生委員も関わってくる。 

 
○問題を抱えながらも転居を余儀なくされている方の対応もあって、その多くは保証人が

いなかったり、仕事もなかったりする人がほとんどである。不動産業者からは保証会社の
審査が通らないので無理だと言われてしまうこともある。仲介業者を通さずに大家へ直
接話を持ち掛けることもあるが、大家の不安を払しょくするためのよい方法はないか。 
➡⺠間賃貸住宅や公営住宅に定住するには、生活を安定させる必要がある。福祉サービス

を使いつつ、自立するためには一定期間が必要だと思っている。「定住」ではなく、自

32000165 高齢者住宅財団.indd   7332000165 高齢者住宅財団.indd   73 2021/04/20   10:58:392021/04/20   10:58:39



−66− 

立再建するための「一時利用」ができないかと考えており、奈良県では空き家活用のネ
ットワークと福祉関係のネットワークの連携で、一時的な入居を進めていくことを検
討している。 

 
≪居住支援の利用者像≫ 

○やすらぎ会は「低所得高齢者」を対象に居住支援を始めたと思うが、住宅確保要配慮者に
はひとり親世帯や外国人等も対象になる。モデル事業から現在まで、把握している利用者
の特性がわかれば教えてほしい。 
➡モデル事業は「低所得高齢者」を主な対象として取り組んできた経緯がある。そのよう

な地域の認識もあって、現在の利用者の 7 割が高齢者となっている。最近は、行政の生
活保護課や児童福祉課の担当者と話す機会もあるが、実態を聞くと生活保護、ひとり親
世帯、DV 被害者などが増えてきそうな印象を持っている。 

 
≪協議体のあり方≫ 

○県単位で考えなければならないこともあれば、市町村単位との両輪で進めていかなけれ
ばならないこともある。天理市には、やすらぎ会という志の高い法人が存在するので、そ
れをサポートしていく必要性は十分理解している。国も県も、市町村もそれぞれが支えて
いく体制、支援していく仕組みが必要である。 
➡市町村が単独で居住支援協議会を持つのは現実的に難しい面もあるので、例えば県の

居住支援協議会の中に、地域単位で部会等を加えていければよい。 
 

○東近江市には居住支援協議会はないが、支援が必要な人の話を聞きながら、住まいに困っ
ている場合には、福祉部門と住宅部門が一緒に検討している。今後は、地域の居住支援法
人や社会福祉法人等とも連携しながら進めていきたい。 

 
 
 ※奈良県及びやすらぎ会からのレクチャー、意見交換が終了した後、天理駅周辺の不動産

店、⺠間賃貸住宅を視察した。 
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（３）次年度の検討課題 
 
 六心会は、東近江市（法人所在の五個荘地区）において、中期的な目標として居住支援を
実現するため、今年度は基盤づくりの時期として、行政との協力関係づくり、五個荘地区内
での協力関係づくりなどに取り組んできた。 
 
  ≪今年度の主な取組内容≫ 
  ・「東近江市における居住支援に関する意見交換会」は、行政（各関係課）、五個荘地区

社協、まちづくり協議会、市議会議員などが一堂に会するラウンドテーブルの場にな
り、協働の起点となった。 

  ・居住支援については、理事⻑と法人本部の地域支援担当 2 名による「居住支援コア会
議」で検討しながら進めてきたが、中期的な展望が必要であり、法人全体の取組とす
るために、令和 3 年 2 月 1 日に「地域福祉戦略会議」を開催し、六心会の地域福祉
推進事業として位置づけた。 

  ・居住支援に活用可能な空き家のリサーチを開始した。 

   ※開催を企画していた五個荘地区におけるフォーラムは、コロナ禍の影響により中止となった。 

 
 今後の取組の方向性として、①空き家等活用可能な物件のリサーチ、②市役所との協力体
制づくりの強化、③協力的な賃貸住宅仲介業者や大家の発掘と関係づくり、④五個荘地区の
関係団体との課題共有とすそ野拡大に努めていく予定としている。 
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４．大分県日出町（社会福祉法人暘谷福祉会） 

 
（１）現状と課題 
 
 ①日出町の概要 
  大分県の中部、国東半島の南端部に位置しており、別府市と杵築市に隣接し、南は別府

湾に面している。面積は 73.32 ㎢で、東⻄ 19.2 ㎞、南北 9.2 ㎞の東⻄に⻑い形状をして
いる。大分市・別府市と近接する立地条件や別府湾・鹿鳴越連山に囲まれる恵まれた自然
環境、団地造成や高速・高規格道路網の形成といった都市基盤整備によって、昭和 40 年
代以降、人口は増加していたが、平成 27 年国勢調査では初めて減少に転じた。 

 
 ②現状と課題 
 ●日出町の将来推計によると、2025 年には 65 歳以上人口が 8,497 人（高齢化率 33.3％）、

要介護（要支援）認定者が 1,504 人、認知症高齢者が 1,126 人、一人暮らし高齢者が
1,470 人になる見込み。 

  ➡ここにきて人口が減少しているため、町外からの移住など、居住支援を通じて社会福
祉法人としてもまちづくりの分野に貢献していきたい。 

 ●暘谷福祉会は昭和 53 年に設立、特養等の施設を中心に介護保険事業、障害福祉サービ
ス事業、地域における公益的な活動（生活困窮者支援等）に取り組む中で、地域の生活
課題として「居住支援」のニーズ、必要性を感じた。 

 ●昨今のコロナ禍の影響もあって、さらに生活困窮者への支援が必要になる。 
 
 ③今年度（令和 2 年度）の到達目標 
 ●居住支援協議会の設立を視野に入れ、勉強会等を開催して行政（他地域からの移住を推

進）、事業者など関係者間で連携の土台をつくる。 
 ・制度横断的な支援、制度の狭間を埋める支援が必要であり、それらを構築して、支援の

必要な人々を支えるインクルーシブなコミュニティづくりが必要。 
 ・そのためにも官⺠協力のネットワークが不可欠。 
 
（２）検討経過 
 
 ①検討経過（概要） 
  日出町における取組の主体者は社会福祉法人暘谷福祉会である。暘谷福祉会に対して

行った伴走支援は、主に「日出町勉強会」(10 月 29 日)の開催に向けたサポート、居住支
援法人の先進事例である「住むケアおおいた」へのヒアリング、そのほか利用者ニーズ調
査や不動産業者へのアンケート調査実施・分析にあたっての助言等であった。 
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  なお、この間、暘谷福祉会は主体的・積極的に日出町役場と連携しながら意見交換の機
会を多く設けてきた。その中で、大分県庁との関係も築くことができた。 

 
 ②第１回日出町勉強会 
【開催概要】 
 日 時：令和 2 年 10 月 29 日（木）14：00〜17：30 
 場 所：ホテル＆リゾーツ別府湾 シルクホール 
 出席者：[日出町]政策推進課、福祉対策課、健康増進課、都市建設課 
         日出町社協 
     [暘谷福祉会]柿本理事⻑以下、ケアマネジャー、相談支援員 
     [伴走支援メンバー] 
      森岡課⻑補佐（厚生労働省老健局高齢者支援課） 
      早崎推進官（厚生労働省九州厚生局健康福祉部地域包括ケア推進課） 
      上田統括センター⻑（熊本市社会福祉協議会 熊本市生活自立支援センター） 
      佐藤准教授（熊本県立大学環境共生学部環境共生学科居住環境学専攻） 
     [事務局]高齢者住宅財団、日本総合研究所 

議 事：開会挨拶 
     報告 ・本調査研究事業の趣旨について（高齢者住宅財団） 
        ・日出町の紹介、高齢者等の住宅支援の現状について（日出町） 
        ・法人概要、高齢者等の住宅支援の現状について（暘谷福祉会） 
        ・高齢者等に対する居住支援施策について（厚生労働省） 
        ・福岡県うきは市での居住支援の取組、九州管内での居住支援の動向

等について（九州厚生局） 
        ・熊本市社会福祉協議会の取組、その中での社協（居住支援法人）の役

割（熊本市社会福祉協議会） 
        ・住まい情報サービスの一元化（熊本県立大学・佐藤准教授） 
     質疑応答 
     閉会挨拶 
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【議事概要】 
※本事業の趣旨説明（高齢者住宅財団）、日出町の概要（日出町政策推進課）、高齢者等の住宅支

援の現状（暘谷福祉会）について共有した後、制度説明、事例報告、意見交換を行った。日出
町の概要については、以下のとおりである。 

 
 ≪日出町の概要≫ 

・日出町の人口は約 2 万 8 千人、温泉地である別府市に隣接し、ハーモニーランド（ハロー
キティ）や城下かれいなど観光資源や特産品もある。観光客は毎年 100〜130 万人ほど、
通過型観光であるのが日出町の課題である。⺠間の「街の住み心地ランキング」において、
大分県内で 1 位を獲得、大分市・別府市のベッドタウンとしてのポテンシャルを有する。 

・65 歳以上の高齢者は 8,541 人（高齢化率 30.11%）、一人暮らし高齢者数は 1,363 人（全
世帯の 4.8%）である。公営住宅は町内 53 棟 287 ⼾、30 年以上経過した物件が 6 割を超
える。無料・低額宿泊所は町内に２か所ある（１か所は暘谷福祉会が運営）。日出町社会
福祉協議会では、生活困窮等の相談事業の中で、令和元年度の相談件数は 82 件、うち居
住に関するものは 5 件程度とのことだった。今年度（4〜９月の約半年）は相談件数が 90
件、うち居住に関するのは 14 件で、コロナ禍の中で増えてきていると推察される。 

・日出町では平成 25 年と令和元年の２回、「空き家実態把握調査」を実施、空き家バンク制
度を設けた。しかし、利用登録者数に対して物件登録数の圧倒的な不足が課題である。新
たな住宅セーフティネット制度の登録物件は、町内で 2 件（2 棟 2 ⼾）である。 

 ≪高齢者等の住宅支援の現状≫ 

・暘谷福祉会は、健全な⻑寿社会に貢献するという理念の下、様々な支援を展開してきた。
地域の⺠生委員から、特別養護老人ホーム（要介護 3 以上）に入るレベルでなくても、軽
度の高齢者や独居の高齢者など、何らかサポートが必要な方も多いと聞き、地域にある住
宅型有料老人ホーム等の社会資源と連携しながら幅広く対応できる体制を整えてきた。
しかし、生活環境が変わると高齢者の ADL が相当低下するため、継続的にケアができる
施設が必要だろうと考え、CCAV(Continuing Care Assisted Village)の観点から、軽度の
方から重度の方まで一か所で対応できる施設をつくった。 

・その後、高齢者だけでなく障害者福祉、児童福祉等の事業も展開し、1 階に保育所、2 階
にグループホームというハイブリッド型の施設もつくった。 

・本事業に取り組むにあたって、「ともいき（共生）の心を地域で育もう」というスローガ
ンを立てた。今後は、インクルーシブなコミュニティをつくっていくことが必要であり、
外国人も含めて様々な場面で「居住支援」に対するニーズが高まっていくものと予想して
いる。それに向けては、官⺠協力によるネットワークが不可欠であり、「居住支援関係者
連絡協議会」の立ち上げ準備をしてきたところである（設置要綱案作成済み）。個別課題
を地域課題に転換し、課題解決に向けて居住支援関係者連絡協議会のネットワークを通
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じて、高齢者等の居住支援、住み替えをサポートしていく。 
 

▼▼  高高齢齢者者等等にに対対すするる居居住住支支援援施施策策ににつついいてて（（厚厚生生労労働働省省  森森岡岡課課⻑⻑補補佐佐））  
・高齢化の進展に伴って高齢者の独居世帯や夫婦のみ世帯が増えていく。高齢者の住まいの

現状をみると、⺠間賃貸が多く、要介護の高齢者も８割が在宅生活しているという実態も
あるが、一方で賃貸人の一定割合は高齢者等の入居に拒否感を示していることがわかっ
ており、高齢者等の居住と生活の一体的な支援の横展開に向けて施策を展開していくこ
とになった。 

・この間、平成 29 年には国土交通省が新たな住宅セーフティネット制度を創設し、住宅確
保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度、改修・入居に際しての経済的支援、入居者のマッ
チング・入居支援を展開しているところである。厚生労働省としては、平成 26 年度から
「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を立ち上げ、複数自治体を対象に居住支
援関係の事業の立ち上げを国として支援してきた。その中で特徴的な取組として、居住支
援協議会を立ち上げて⽐較的多くの事業者が参画している京都市、社会福祉法人が空き
家・貸家を借上げて利用者に提供し、生活支援を一体的に行っている岩手県雫⽯町、高齢
者が共同生活できる住まいの提供を行っている秋田県鹿角市などの事例がある。 

・モデル事業は 3 年間で終了したが、平成 29 年度以降は先進事例の全国展開を図るため、
地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、入居
に係る支援等の内容を明確化した。国土交通省の居住支援協議会・居住支援法人への支援
の中でも、入居前の支援や入居中、死後に係る居住支援に対する支援の枠組みもある。厚
生労働省では、令和 3 年度の予算要求で「高齢者住まい・生活支援伴支援事業」を盛り込
んでいるので、日出町においても活用を検討していただきたい。 

・日出町は、「街の住み心地ランキング」で県内 1 位になったとのこと、移住者・定住者が
住み慣れた日出町で、高齢者になっても住み続けられるという将来像を視野に入れなが
ら、施策を考えていただきたい。 

 
▼▼  福福岡岡県県ううききはは市市ででのの居居住住支支援援のの取取組組、、九九州州管管内内ででのの居居住住支支援援のの動動向向等等ににつついいてて  
  （（九九州州厚厚生生局局  早早崎崎地地域域包包括括ケケアア推推進進官官））  

・厚生労働省九州厚生局では、平成 28 年度から地域包括ケア推進課が設けられ、合わせて
地域共生社会の実現、全世代型の地域包括ケアシステムの構築に向けて取組を推進して
いるところである。 

・平成 29 年に福岡県うきは市（出向時）「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」に
携わることになった。うきは市では、住まいだけに限らず、生活支援全般に関わる総合相
談窓口を設置するため、拠点として市内の空き家を借り上げ、取組を進めていた。モデル
事業は平成 29 年度に終了するが、補助事業終了後、平成 30 年度以降も継続的に運営す
るために居住支援協議会を立ち上げることになった。 
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・居住支援協議会では、不動産関係団体、福祉・医療関係団体、行政、オブザーバー（国交
省及び厚労省の地方局、県等）、学識経験者など他機関連携の関係を築きながら、取組を
進めることになった。居住支援協議会が地域にもたらしたプラスの効果として、居住支援
の相談窓口ができたことで、住⺠に対して行政サービスの向上につながった。他方、この
時代に新たな「協議会」を設置することを説明・承認を得ることに苦労した。 

・全国には居住支援協議会がない場合でも、居住支援が機能している地域もある。最終的に
居住支援協議会を設置すべきかどうかは、行政や住⺠の判断だと思うので丁寧に検討し
ていく必要がある。居住支援協議会を設立する場合には、九州厚生局として国土交通省と
も連携しつつバックアップしていきたい。 

 
▼▼  熊熊本本市市社社会会福福祉祉協協議議会会のの取取組組、、そそのの中中ででのの社社協協（（居居住住支支援援法法人人））のの役役割割  
  （（熊熊本本市市社社会会福福祉祉協協議議会会  上上田田統統括括セセンンタターー⻑⻑））  

・熊本市の居住支援の取組は⽐較的早い時期から行われており、平成 23 年には今でいう居
住支援協議会が組織化され、行政と居住支援団体、不動産関係団体が連携する枠組みがで
きていた。不動産団体の思惑としては、高齢者等に市内の空き家・空き室を貸したいが、
家賃保証や死後対応等について心配していた。その心配事を誰が、どのように取り除いて
いくかを協議会において検討していた。⺠間賃貸住宅を巡る課題を整理していくと、金銭
補償（賃貸人の目線）と人的保証（賃借人の目線）に集約されるので、それを居住支援の
枠組みの中で用意しておく必要がある。 

・熊本市社会福祉協議会では、平成 29 年 9 月から自主事業として、賃貸契約時の保証、入
居から退去まで包括的かつ継続的な支援である「住宅確保要配慮者支援事業（保証人代行
事業）」に取り組んでいる。⺠間の保険会社とともに保証・保険の枠組みを検討し、保険
の種類、補償内容、支払い可能な利用料等のスキームを整えた。担当しているスタッフは
3 人（専従 2 人、兼務 1 人）、住宅相談窓口には一日平均 2.5 人の相談がある。 

・熊本市社会福祉協議会は、平成 30 年に居住支援法人の指定を受けて活動している。これ
までの成約事例を基に、入居中の支援や死後事務の在り方について、何をどこまでサポー
トすればよいのか検討している。見守りと生活支援の内容は、手広く幅広く行うことには
限界がある。事例をよく研究しながら支援範囲を検討している。 

・入居中は支援者間のネットワークをつくり支援計画を作成する。その中には、必ず⺠生委
員を支援者にあてるようにしている。入居中は定期巡回を行っており（すべての利用者が
対象ではない）、孤独死の早期発見、親族への連絡、死後事務対応を行い、発見から 22 日
目で物件の引渡しを行えたケースもあった。 

・熊本市居住支援協議会では、各関係者が意見をぶつけ合いながら検討してきたが、少なく
ともこういった話し合いの場があることによって前に進むことは確かだといえる。 
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▼▼  住住ままいい情情報報ササーービビススのの一一元元化化（（熊熊本本県県立立大大学学  佐佐藤藤准准教教授授））  
・高齢者の居住環境について研究している中で、高齢者向けの住宅と施設の情報を分けて取

り扱われていたことに疑問を持っており、それを一元化した情報提供サービスを構築で
きないかと考え、福岡県大牟田市の住まい情報サイト「住みよかネット」を構築した。 

・住みよかネットは、住宅確保要配慮者向けの情報サイトであり、協力している不動産情報
と利用者をマッチングするサイトである。それに加え、住みよかネットは空き家の検索も
できるようになっている。大牟田市内にある空き家の活用という点では、住宅確保要配慮
者だけでなく、一般向けにも情報提供していく必要性も感じている。令和 2 年７月熋雨
においては、大牟田市内でも浸水被害が生じたが、どれだけの空き家が浸水したのか、情
報が把握できていない。市内の全ての空き家情報を掲載していれば、被災時の情報収集に
も貢献できるものと考えている。 

・大牟田市以外にも、熊本県内の自治体（五木村、山都町、宇城市）において空き家活用、
居住支援に関連する取組を行っている。若い世代、子育て世帯に空き家を活用して移住し
てもらうには、仕事づくりも大事である。 

・熊本県営住宅の空室率が増加しており、住宅の老朽化、コミュニティの希薄化が進んでい
る。実際、入居資格を得ても辞退する人が多いという実態があり、その理由を検証した上
で、「熊本県営住宅 360」（360 度画像を提供）という情報提供サイトを構築、仮設住宅等
を含めて「住まい 360 シリーズ」として一体的に提供している。空き家、公営住宅、セー
フティネット住宅、災害時の住まいといった領域を超えて、住まいの情報提供サービスを
構築できればよいと考えている。 

 
▼▼  質質疑疑応応答答・・意意見見交交換換  

≪居住支援と町の施策との整合≫ 

○日出町における居住支援は、町の課題である空き家対策や移住対策と関連付けて、高齢者
等の居住支援をどうするかイメージしていくことになる。一足飛びに行かない面もあり、
フェーズを区切って、初期は高齢者の居住支援に特化して、段階的に進めていって、徐々
に町の付加価値を高めて、定住・移住策につなげていくという道筋をつけていくことも考
えられる。 
➡施策を検討するためには、まず現状を把握・分析することが必要である。宇城市では、

行政情報を基に移住者の属性分析を行い、さらに移住者にアンケート調査を行った。そ
の結果、子育て世帯というよりは、宇城市に何らかの「地縁」「血縁」のある方が移住
してきていることがわかった。それを考えると、県外に住む子育て世帯の中でも、宇城
市に地縁・血縁のある方をターゲットにした方がよい。このようにデータに基づく根拠
を示すと、住⺠の方の理解も得られやすい。 

 もう一つ、移住者に空き家を活用する意思を聞いてみたが、住宅選択の中に空き家は入
らなかった。空き家は中古物件という括りで捉えられるが、「空き家」という言葉自体
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がネガティブな感じになるのかもしれない。自治体の事情によって様々な考え方があ
るが、ビジョンを広げすぎると最初は理解を得られにくい面もある。 

 ➡定住促進という点では、子育て世帯をターゲットとするのは当然だが、そこから高齢者
支援につなげるには確かに距離がある。ただ、共通して言えるのは、高齢者になっても、
その地域で安心して最後まで暮らし続けられるという絵姿を見せていくことである。
その点で高齢者向けに居住支援を行っていることも、トータルパッケージで移住・定住
の施策に加えていくことで、日出町独自の取組として注目されるのではないか。 

 
○障害分野では、障害者の高齢化、親なき後の生活、地域での生活を続けてもらうための居

住支援の機能を果たすため、地域生活支援拠点の整備に努めているところである。その中
で「空き家」を活用した生活体験の場の提供も考えていければよい。 

 
≪居住支援の連携体制づくり≫ 

○居住支援においては、社会福祉法人と自治体の関係が重要であり、自治体の中でも高齢者
の福祉部門、移住・定住の空き家対策部門等の横の連携が必要だと思っている。まさに、
全世代型の地域包括ケアシステムの枠組みと共通する考え方である。 

 
○地域福祉の推進ということで居住支援の取組について暘谷福祉会から提案があった。こ

れまで、行政の各関係課や社会福祉法人、社会福祉協議会とでこのように話をする機会が
なかったので大変ありがたい。行政内の各課、関係者による横断的な連携体制づくりが加
速するようになればよい。 
➡熊本市の行政も縦割りになっていた。居住支援協議会の枠組みは最初からできたわけ

ではなく、5〜6 年かけて徐々に関係する部署が揃ってきた。福祉は対象者別になって
いることで、やりづらさを感じていることと思うが、ではどういった組織体制にすれば
よいのか、関係部署が一堂に会するような居住支援協議会は貴重な情報交換の場にな
る。緊急避難的な対応はできても、その後の暮らし方を考えていくには、住まいの安定
確保が大きな課題となり、それには全庁的かつ行政以外の支援者を含めた総合的な話
し合いをしていくことの大切さを感じている。 
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 ③オンラインミーティング（令和 3 年 1 月 18 日（月）） 
  「日出町勉強会」以後、暘谷福祉会が主体的に各方面と調整を進めてきたことに関して

共有、これまでの展開経緯と今後の方向性について意見交換を行った。 
  ・日出町勉強会後に日出町役場、日出町社協、暘谷福祉会とで「日出町居住支援関係者

連絡協議会」を設立（事務局：暘谷福祉会） 
  ・複数回にわたり、日出町役場と実務者会議、連携検討会議を開催し、今年度の取組内

容について検討（①広報活動、②調査、③不動産会社との連携、④相談マニュアルの
作成） 

  ・日出町役場と大分県庁との関係から、県庁及び副知事が来町、大分県から暘谷福祉会
に対して居住支援法人の指定と大分県居住支援協議会への参画を要請 

  当面の方向性については、暘谷福祉会のサービス利用者に対するニーズ調査（ケアマネ
ジャーによる情報収集）、町内不動産業者に対するアンケート調査を実施すること、合わ
せて協力的な不動産業者へのヒアリングを提案し、それらに対して高齢者住宅財団がサ
ポートしていくこととした。 

 
 ④オンラインミーティング（令和 3 年 2 月 16 日（月）） 
  この間、法人利用者向けのニーズ調査を実施し、そのデータに基づいて確認及び分析方

針等を検討した（特に居住支援のニーズが高いと思われる利用者の特性）。高齢者住宅財
団より、利用者の自宅住所に基づいて、地図上にプロットして可視化することを提案、地
図データを作成することとした。 

  あわせて、特に居住支援のニーズが高いと思われる利用者を抽出し、具体的に居住支援
にあたることをイメージしてシミュレーションし、検証することを提案した。 

  なお、不動産業者向けアンケートの回収は少数にとどまることから、アンケートの分析
に耐えられるデータ量ではないため、県内で先行している居住支援法人・NPO 法人住む
ケアおおいたへのヒアリングを提案した。 

 
 ⑤先行事例「住むケアおおいた」ヒアリング（令和 3 年 3 月 4 日（木）） 
  高齢者住宅財団より、NPO 法人住むケアおおいたへ依頼し、先行事例ヒアリングが実

現した。 
  NPO 法人住むケアおおいたからは、活動のきっかけや経緯、居住支援事業の枠組み（契

約、生活支援の体制等）、体制（人員・財源等）、具体的な支援の流れ、困難事例、今後の
課題等について聞き取りを行った。 

  また、不動産関係に強みを持つ NPO 法人住むケアおおいたにとっては、居住支援を行
うにあたって、社会福祉法人等の地域の福祉の担い手との連携が必須であり、そのような
役割分担の枠組みを日出町内で構築していくことが重要だとのアドバイスもあった。 
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▼▼  住住むむケケアアおおおおいいたたのの活活動動経経緯緯  
・住むケアおおいたの活動には不動産業がベースにある。大家にとって高齢者や障害者の一

人暮らしは不安に思っており、また生活困窮者であれば家賃滞納等のリスクもある。特に
⺠間の保証会社の審査が通らない、保証人がいない方の入居は断られ、そうした要因が重
なって賃貸物件の空室が増える一方で、高齢、障害、生活困窮、身寄りがないなどの理由
で家を借りられない方もいる。 

・そこで、10 年以上前から、いわゆる「居住支援」に取り組んできた。大家の不安を払し
ょくしつつ、家を借りたくてもできない方を対象に、住宅をマッチングさせることを事業
の目的として活動してきた。ただし、一つの不動産業者が居住支援を行うことには限界が
あり、いずれ行政等との連携が必須と考えていたことから、活動当初から NPO 法人化を
目指していた。実際、平成 27 年 3 月には NPO 法人格を取得した。平成 30 年には、居住
支援法人の指定を受けた。 

▼▼  支支援援のの枠枠組組みみ  
・住むケアおおいたは、大家と入居者の間に入っ

て、両者のサポートを行う。⺠間賃貸住宅の大家
と住むケアおおいたとの間で一般的な「賃貸借
契約」を結び、住むケアおおいたと入居者との間
で「定期賃貸借契約」を結ぶ。入居者には「転貸
借」という形で住居を提供していることになる。
大家は、住むケアおおいたが間に入ってくれる
のであればということで、物件を提供してくれ
ている。 

・入居後の生活支援は、住むケアおおいただけでは
対応できないため、地域の関係者と連携しなが
ら見守り等の仕組みを整えている（支えあい体
制チャート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※住むケアおおいた資料 

※住むケアおおいた資料 
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・入居者との「定期賃貸借契約」（転貸借）には自動更新がなく、2 年間の契約満了をもっ
て契約は終了することになる。家賃も滞納せず、トラブルもなく、約束事をきちんと守る
ような優良入居者とは再契約を結び、不良入居者は契約終了となる。契約時に契約終了の
根拠を示すことで、入居者本人には改善意識を促し、大家にとっては安心材料となる。さ
らに若年者にとっては、契約の 2 年間で生活基盤を整え、自己契約（自立生活）につなげ
てほしいという意図もある。 

▼▼  体体制制  
・相談員 5 名、事務職員１名という体制を組んでいる。この体制で約 440 名の方の見守り、

安否確認をしているが、利用者の中には生活保護受給者も 200 人以上いるので、毎月の
支給日には一⻫に家賃の支払いに来る（家賃の支払いは原則として毎月対面で集金する）。
そのタイミングで入居者とコミュニケーションを図る。 

・活動財源は居住支援法人に対する補助（国土交通省）だけである。ただ、転貸借する際に、
大家から借りた家賃と入居者に貸した家賃の差額を運営費に充てている。法人の費用の
持出しも多く、さらなる企業努力が必要である。 

・活動財源の確保は永遠のテーマであり、今年度から入居後支援の有料化に踏み切り、「居
住支援サービス」の利用にあたっては月額利用料を徴収するようにした。 

▼▼  地地域域のの中中ででのの連連携携体体制制づづくくりり  〜〜日日出出町町・・暘暘谷谷福福祉祉会会にに引引きき寄寄せせてて  
・「できる」・「できない」ではなく、「どうすればできるか」を考えて、相談者が入居・生活

できるように整えていくか。地域の中での生活では、様々なトラブル対応に直面するので、
居住支援をするには「覚悟」が必要だと思う。 

・住むケアおおいたは福祉サービスを提供することができない立場なので、まずは物件を提
供することが第一目的となる。保証人になってもらえるか、見守りをしてもらえるかとい
った相談も来るが、どこを活動のターゲットとしてスタートするかは考えなければなら
ない。施設入所やサ高住、住宅型有料老人ホームへの入居も広い意味で居住支援になる。 

・不動産業者と福祉関係者との連携という点では、条件を理解してくれる利用者とそれをサ
ポートしてくれる事業者の存在がある。地域で⺠間の賃貸物件に住みたいのであれば、在
宅サービスの利用が条件だと伝えたり、障害者であれば相談支援事業所を探して相談員
についてもらったり、それを拒めば住めないことを伝えて、それを理解してくれて初めて
スタートする。そういった取組を理解してくれる福祉関係者を増やすことに努めている。 

・例えば、住居確保に強い法人の入居支援後、入居中の見守りについては暘谷福祉会のよう
な福祉専門の法人が担うなど、役割分担をしながら体制を整えれば、よりスムーズでより
安心な居住支援が実現すると考える。まずは、その体制を日出町の中でつくっていく必要
がある。 

・オーナーがいる空き家に入居させること、空き家対策と居住支援活動を組み合わせるとさ
らにハードルが高くなる。日出町は大分県社会福祉事業団が運営する大分県渓泉寮（救護
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施設）からの受入れもあるが、日出町も含め国東の方では大企業の撤退によって空室も増
えた。日出町（行政）は若い世代の呼び込みを主眼としているようであるが、何が問題に
なるかというと、住まいがあっても仕事がないと定着しない。居住支援は、住まいだけで
なく、入居後支援も必要になってくるので、行政との連携も必須になる。 

 
 
（３）次年度の検討課題 
 
 日出町では、暘谷福祉会が主体となって、行政との連携体制を構築し、居住支援協議会の
前身として「日出町居住支援関係者連絡協議会」を設立するなど、積極的に基盤整備に取り
組んできた。 
 合わせて、法人福祉サービス利用者の居住支援に対するニーズ把握、町内の不動産業者と
の関係づくりを行い（訪問説明とアンケート協力依頼）、居住支援に向けて具体的にイメー
ジを膨らませ、足元を固めてきたといえる。 
 
  ≪今年度の主な取組内容≫ 
  ・日出町役場、日出町社会福祉協議会との連携体制づくり 
  ・サ高住と住宅型有料の入居者（要支援〜要介護 2）に対する入居理由や課題を抽出す

ることで、居住支援に対するニーズ把握 
  ・居宅介護支援事業所の利用者のデータ整理、見える化（地図上にプロット）、さらに

3 ケースをピックアップして居住支援のシミュレーション 
  ・日出町内宅地建物取引業者（16 事業者）に対するあいさつ回り、アンケート調査依

頼による関係づくり（16 事業者のうち建物の売買・賃貸をしているのは 6 業者） 
 
 今後の取組の方向性として、①居住支援法人への指定申請（令和 3 年度）、②個別課題の
地域課題化（協議会等の定期的な協議の場づくり）、③高齢者の居住支援、住み替え支援に
ついて他法人のケアマネジャー等へのニーズ調査、④空き家の有効活用などに取り組んで
いく予定である。 
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第 3 章 地方自治体における居住支援の取組の普及に向けて 
 
 第 1 回全体会議（7 月 29 日）の後、3 地域ごとに取組のサポートを行い、本事業の最終
盤に第 2 回全体会議を開催した。本章では、第 2 回全体会議の概要を整理する。 
 
１．第２回全体会議の概要 

 
 第 2 回全体会議では、主に次の項目について共有化等を図った。 
  ●3 自治体（地域）の取組経過と成果、今後の取組方針の共有 
  ●「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」の実施自治体の取組（取組課題の克

服やその後の展開等）から得られる知見の共有 
  ●関係者間のネットワーク構築 
 
（１）開催概要 
 
日 時：令和 3 年 3 月 8 日（月）14：00〜17：15 
会 場：AP 東京八重洲 会議室 10 階 W ルーム 
出席者：[委員等] ※敬称略、下線は WEB 参加者 
    白川泰之  日本大学文理学部社会福祉学科 教授 
    鈴木健二  京都府立大学生命環境学部環境デザイン学科 准教授 
    山田尋志  社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋 理事⻑ 
    吉田真哉  社会福祉法人やすらぎ会 住まいの生活支援事業担当 
    大越精二  足立区都市建設部建築室 住宅計画係⻑ 
    奥村昭   社会福祉法人六心会 法人本部 地域支援担当 
    辻薫    社会福祉法人六心会 法人本部 地域支援・研修企画担当 
    吉岡正洋  社会福祉法人暘谷福祉会 障がい者相談支援センター暘谷苑 管理者 
    尾道到   社会福祉法人暘谷福祉会 総合福祉施設暘谷苑 主任生活相談員 
    [モデル事業発表自治体] ※敬称略、下線は WEB 参加者 
    木南孝幸  社会福祉法人本別社会福祉協議会 事務局⻑ 
    高橋昌弘  社会福祉法人江刺寿生会 養護老人ホーム松寿荘 施設⻑ 
    佐々木恵  横⼿市市⺠福祉部社会福祉課障がい福祉係 副主幹 
    吉田時成  社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 住まい・まちづくりセンター 主任  

[オブザーバー] ※敬称略 
    森岡信人  厚生労働省老健局高齢者支援課 課⻑補佐 
    田代洋介  国土交通省住宅局安心居住推進課 課⻑補佐 

[事務局]一般財団法人高齢者住宅財団、一般財団法人日本総合研究所 
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議 事：経過報告 
     実施団体からの報告 
     「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」実施自治体からの報告 
     総括質疑 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）各自治体の発表と質疑（実施団体からの報告） 
 
 ①滋賀県東近江市：社会福祉法人六心会 
  まず六心会が居住支援に取り組むことになったきっかけは、地元である五個荘地区で

暮らし続けるためには、入所施設以外の住居と生活基盤の整備が必要であると考えてい
て、そのような中で本事業の山田委員（リガーレ暮らしの架け橋 理事⻑）からモデル事
業「京都市高齢者すまい・生活支援事業」等の事業紹介もあって、居住支援法人の指定を
中⻑期的な目標に据えて、それに向けて取組をスタートさせた。 

  第１回全体会議（7 月 29 日)をキックオフとして、東近江市役所との協力関係づくり、
地元の五個荘地区での協力関係づくり、法人・市・地区とのラウンドテーブルづくりに努
めてきた。 

  今後の取組の方向性としては、活用可能な物件（空き家等）のリサーチ、市役所との協
力関係づくりの強化、協力的な賃貸住宅仲介業者や大家の発掘・関係づくり、五個荘地区
の関係団体との課題共有と協力者のすそ野拡大を目指して活動していく予定である。こ
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のような取組の先に「六心会の地域共生型拠点」を思い描きながら、引き続き活動してい
きたい。 
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 【質疑応答】 
 
 ○六心会は、各方面との協議の場づくりを主体的に進めてきた。「六心会の地域共生型拠

点」のラフデッサンには高齢者に限らず子どもや就労についても触れており、これらに
ついて総合的かつ包括的に提供できる枠組みができることに期待したい。できること
から一歩一歩前進してもらいたい。 

 
 ○六心会の取組においては、行政のほか地域団体や地域住⺠との関係も良好である。コア

会議と居住支援ミーティングという内部の推進会議、そして地域とのミーティングを
交互にかつ組織的に進めていてプロセスが明確だった。そして何よりも、明確な目標設
定もあって、それに向かってネットワークをつくりながら具体的に進めてきた。六心会
の取組は、プロセスと目標が明確であり、今後に期待が持てる。 

  最後のラフデッサンの中で、地域共生型拠点として空き家活用を考えているようであ
るが、具体的な目標設定はどのようになっているのか。 

  ➡「六心会の地域共生型拠点」のラフデッサンには様々な要素が混ざっている。五個荘
地区の住⺠が五個荘の中で生活できるようなスペースを確保できないかといった議
論と同時に、別法人が運営する同地域内の養護老人ホームと連携しながら、地域住⺠
と一緒に子ども食堂を展開している中で、子どもの学習支援や畑づくり（就労支援）
など、地域の様々な人たちが関われる拠点も必要だということになった。住まいには
プライバシーの問題をクリアしなければならないので、様々な人たちが集まれる地
域共生型拠点と住まいの確保を同時並行で進めていきたい。 

 
 ○地域共生型拠点は、立地（ロケーション）が大事だと思うが、地域の中のどこに置くの

か想定していることはあるか。空き家の物件紹介でも上⼿くいかないのは、ロケーショ
ンが関わっているのかもしれない。その点について、どういうイメージを持っているの
か。例えば、一つの拠点で複数の機能を持たせるような形なのか、それとも小さな拠点
を地域の中に複数点在させていくような形なのか。 

  空き家バンクや不動産業者をリサーチして物件をあたるとのことだったが、六心会は
行政はじめ地域の関係者との連携が取れているので、流通していないような物件を地
域（現場）との関係の中で探していってはどうかと思った。 

  ➡地域で暮らしていて、何か困り事があれば、六心会や他の社会福祉法人、地区社協、
自治会の福祉委員が関わっていくなど、その活動範囲を想定している。例えば、1 階
は地域住⺠や地域の子どもが使えるスペース、2 階には緊急的に提供できる住居にな
っているなど。また、ロケーションという点では、街なかにあることが大事だと思っ
ている。居住支援においては、地域の方々との人間関係を紡いでいくことが大事であ
る。地域共生社会においても同じだと思う。五個荘地区は自治会を単位とした活動を
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とても大事にしているので、自治会の中で地域の一員として、ともに暮らしていける
ような物件を、一つなのか複数なのかわからないが探していきたい。 

   五個荘地区の自治会もそれぞれ個性を持っている。どの自治会に話をもっていけば
スムーズに話が進むのか考えている。そういった地区が候補になったり、あるいは路
線バスが通っていて買い物に行きやすいといった地区が候補になったりするだろう。 

 
 ○「六心会の地域共生型拠点」と同じような議論を当法人でも行ったことがある。生活困

窮者等は様々な背景や生活課題、ニーズがあるので、一概に言えるものではないが、地
域包括ケアが全世代型に広がっていくような、非常に面白い取組だと思った。 

 
 ○六心会では、行政も交えて居住支援に関する打合せを開催しているとのこと、居住支援

には福祉と住宅の連携が必要であるが、3 回開催している居住支援ミーティングは、福
祉・住宅部門それぞれ理解しながら協力して取り組んでいるのか。 

  ➡東近江市役所においても、居住支援は福祉と住宅の 2 つの部局に関わるものだと認
識しており、ミーティングの際には福祉・住宅部局が一緒に連携・協力しながら進め
ている。 
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 ②大分県日出町：社会福祉法人暘谷福祉会 
 暘谷福祉会は、特別養護老人ホームを⺟体として、住宅型有料老人ホームやサービス付き
高齢者向け住宅など入居施設がある。そのほか高齢者の在宅サービス、また高齢者だけでな
く生活困窮者や障害者、保育へと事業を展開していく中で、居住に対する地域のニーズが一
定程度あるものと考え、居住支援の取組を進めることとなった。今後、日出町では高齢者の
単身世帯や夫婦のみ世帯が増えていく見込みであり、日出町で安心して生活できるよう支
援していく必要があると考え、住替え支援や住替え後の生活支援などの取組が必要ではな
いかと考えている。 
 関連して、当法人のサ高住・住宅型有料の入居者（要支援〜要介護 2 まで）を対象として
課題把握を行った。その結果、施設に入所しなくても見守り等の生活支援があれば、在宅で
の生活も可能であることがわかった。 
 第 1 回全体会議以降、「第 1 回日出町勉強会」（10 月 29 日)を開催し、行政、社協、事務
局、暘谷福祉会が一堂に会し、先行事例の報告とともに意見交換を行った。同日には「日出
町居住支援関係者連絡協議会」を設立、その後行政との協議、県及び副知事視察等を経て、
日出町内の宅地建物取引業者との関係づくり（訪問説明）とともにアンケート調査・ヒアリ
ング調査を行い、住まいに関する現状把握を行った。さらに、当法人の居宅介護支援事業所
の利用者情報を収集・整理し、具体的な 3 ケースを取り上げて居住支援を実際に行うにあ
たってのシミュレーションを行った。 
 今後の取組の方向性として、居住支援法人の指定申請、個別課題の地域課題化、行政の空
き家対策や日出町移住促進等との連携等を進めていきたい。 
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 【質疑応答】 
 
 ○暘谷福祉会による取組は、不動産業者と利用者双方から情報を収集してきたというプ

ロセスは大変評価できる。今後は、住まいに関する課題を地域で共有していくこと、そ
の中で協力的な不動産業者と連携体制を構築していくことが必要だと思った。時間が
かかるかもしれないが、人と顔を合わせながら意見を交わし、信頼関係を築いていくこ
とが大事で、時間をかけるだけの価値はあると思う。 

 
 ○暘谷福祉会は、町や県と話し合いをしながら進めてきた。特に、住宅に困っている方が

どこに住んでいて、どのような課題を抱えているか現状把握をして検討してきた。次年
度は具体的にどのような支援が可能なのか検討してもらえると、最終的に一つの町と
しての方向性も見えてくるかもしれない。 

 
 ○日出町の居住支援関係者連絡協議会は、非常に幅広い関係者が参画しているが、連携検

討会議という場には町役場からどの課が出ているのか。福祉・住宅を担当している担当
課同士、あるいは行政部局間の意識、認識すり合わせはできているのか。互いの行政分
野をよく見えるようにするという意味で、会議体とはまた別に、日常的に何かあった場
合に連絡を取り合うようなことがあるのか。暘谷福祉会が町役場へ訪問した際に、住宅
課に寄ってコミュニケーションして、福祉分野の世界観を理解してもらうようなきっ
かけをつくるなど、日常的なやり取りもしているのか。 

  ➡連携検討会議には、日出町から政策推進課、健康増進課、福祉対策課、都市建設課の
４課が参加している。 

   第１回日出町勉強会の後、当法人が居住支援に取り組むことを町役場の都市建設課
から大分県庁に伝えてもらったことで、県庁の居住支援を担当している建築住宅課
から当法人に連絡があった。日常的に連携していくことも必要だと感じたので、引き
続き町役場や都市建設課との連携も意識していきたい。 
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 ③東京都足立区：足立区役所 
 足立区の現状と課題は、高齢化率が 23 区トップであること、都営住宅等の公営住宅が多
いこと、地域包括ケアにおける住まいの課題へ本格的に着⼿したことが挙げられる。そのよ
うな中で、令和２年度の到達目標として、居住支援協議会の設立、住宅相談窓口の拡充、高
齢者居住支援メニューの開発の３点を設定した。 
 第１回全体会議の後、白川先生・高齢者住宅財団に伴走支援をしてもらいながら、３回に
わたり検討会を開催、また区内不動産協会（全日・全宅）からも意見を収集した。それらを
経て、高齢者の⺠間賃貸住宅の入居促進における課題を整理し、福祉課題にも対応できる相
談体制の構築と保証・見守りサービスの充実の２つの対応策を考案し、令和 2 年 12 月に設
立した足立区居住支援協議会において提案した。 
 足立区居住支援協議会での検討結果も踏まえ、既存の住宅あっせん事業と組み合わせて、
「新たな居住支援事業（案）」を構築した。これは、不動産協会と行政とで相談者の福祉的
な課題もひもといて⺠間賃貸住宅への入居に向けたコーディネートを担う住宅相談と、そ
の相談によって洗い出された課題等に対応できる支援メニューを用意していくことを考え
ている。今後、足立区居住支援協議会において、このスキーム案の事業検証を行い、課題を
抽出、情報発信等を行っていく予定である。 
 さらに、協議結果等を踏まえ、従来の相談体制の刷新も考えており、令和３年度から「あ
だちお部屋さがしサポート事業（案）」という体制に変更して取り組む方向で検討している
ところである。事業のポイントは、①住宅課窓口には不動産賃貸に精通した専任職員を配置
すること、②個別寄り添い住宅相談として、行政の住宅部局・福祉部局と不動産協会による
個別具体的な相談で住宅確保をコーディネートすること、③寄り添い支援として、必要があ
れば区職員が不動産屋に同行したり、部屋の内覧に立ち会うなど成約に結びつけていくこ
と、④入居促進に向けた費用助成として、まずは単身高齢者を対象に家賃債務保証や少額短
期保険といった費用の一部を助成すること、⑤入居して終わりではなく、成約後・入居後も
家主からの相談を受ける体制を整え、家主の安心につなげていくこととしている。本事業は
足立区居住支援協議会にて協議をした上で進めていきたい。 
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 【質疑応答】 
 
 ○足立区では、地域包括支援センターへのヒアリングや不動産業者へのアンケートとい

った計画もあったが、コロナ禍の影響でできなかった。ニーズは、稼働していく中で
色々出てくるだろう。行政には、既存の福祉メニューもあるので、それを使いつつ上⼿
くいかない場合には新たなサービスを開発することを考えてはどうか。居住支援協議
会（場）が設立されたこと、さらにはその場で建設的な意見も交わされているので今後
に期待している。 

 
 ○足立区の「個別寄り添い住宅相談（月２回）」で、「保証・見守り・保険に加入」とある

が、具体的にどのようなことか。見守りは大事であるが、費用をどうやって補填するの
かというのは常々議論している。 

  ➡不動産業者や大家にとって、「保証・見守り・保険に加入」というのが前提になって
いる。もちろん、不要な方は個別に外していくことになる。これらは費用も発生する
ので、「④入居促進に向けた費用助成」を設けている。保証・保険の部分は、全日・
全宅と取引関係にある保証会社、あるいは高住財団との調整を想定している。見守り
は、⺠間の見守りツールを検討しつつ、行政ができることをサポートしていきたい。 

 
 ○課題を整理して、それに対するプレイヤーと対応策を明確にした非常にモデル的な居

住支援協議会だと思った。動きながら継続的に議論し、実績を積んでいってほしい。 
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（３）「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」実施自治体からの報告 
 

①社会福祉法人本別町社会福祉協議会（北海道本別町） 
  平成 5 年から全国社会福祉協議会が進めていた地域福祉ネットワーク活動というもの

があり、本別町では「在宅福祉ネットワーク活動」という名称で、自治会を基盤として見
守り活動、生活支援活動、除雪活動、地域サロン活動、災害時支援活動という 5 つの柱で
活動してきた（平成 5 年から 2 自治会で組織化）。その後、町⺠の「いつまでも住み慣れ
た地域で暮らし続けたい」という願望を実現するため、平成 25 年に「あんしんサポート
センター」を設置し、相談窓口での対応と支援事業の一体的提供（あんしんお預かりサー
ビス事業、やすらぎ支援事業、安心生活創造事業、あんしんすまい保証サービス事業等）、
そして行政福祉部局と地域包括支援センター、社協事務局との情報共有を進めながら事
業に取り組んでいる。あんしんサポートセンターでは、住⺠ボランティア（あんしんサポ
ーター）の参画により、後見サービス、金銭管理等サービス、認知症見守りサービス、あ
んしん訪問サービスを提供し、主に日常生活支援に取り組んできた。 

  それまで、あんしんサポートセンターで展開してきた事業の中に、空き家の把握や住ま
いの確保といった支援の機能がなかった。そこで、地域支援の拠点を社協が担いながら、
「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を通じて、住まい確保支援にも取り組む
こととなった。このモデル事業を通じて、空き家が町内にどれだけ存在し、どのような状
態なのかといった空き家の実態把握を行った。 

  また、モデル事業を通じて、居住支援協議会も設立した。町では空き家対策の観点から、
相談会等を行っていた。高齢者等の入居者と貸主の不安を解消し、住み替え支援を行うこ
とによって、空き家の有効活用につなげていくため、あんしんすまい保証サービス事業や
死後事務委任契約事業を実施、平成 31 年からは生前事務委任契約事業を開始した。 

  令和元年 10 月には本別町社協が居住支援法人として指定を受け、あんしんサポートセ
ンターの機能を活用した居住支援業務を行っている。令和 2 年には社協が保有する高齢
者賃貸住宅をセーフティネット住宅として登録した。さらに、遺言書の作成支援にも取り
組んでおり、身寄りがいなくて困っている方を包括的に、一連の契約を全て整えていくこ
とで、利用者の方も安心して、その後の生活を送っている。 
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②社会福祉法人江刺寿生会 養護老人ホーム松寿荘（岩手県雫石町） 
  養護老人ホームは、概ね 65 歳以上で低所得や病気・障害等により地域生活の継続が困

難な状況にある方に対して、生活支援を行う施設である。平成 26 年に雫石町より厚生労
働省モデル事業を受託して取り組み、実施期間中は 4 世帯 5 名の支援を行った。 

  平成 29 年 3 月にモデル事業が終了した後は、雫石町が町の独自事業として「雫石町低
所得者等住まい・生活支援事業」を創設、養護老人ホーム松寿荘に事業委託され、継続し
て取り組むことが可能となった。町から年間 500 万円の委託費で事業を実施している。 

  支援員は 2 名体制（必要に応じて養護老人ホーム職員がサポート）、昼夜を問わず利用
者からの緊急的な支援要請があった場合も対応している。そのほか、利用者の安否確認や
買い物支援、通院補助、各種手続きなど、雫石町の福祉課や地域包括支援センター、介護・
福祉事業者連絡協議会、⺠生委員等と連携して行っている。一定の支援を受けながら、地
域で可能な限り自立生活をしてもらうことが基本的な考え方なので、利用者の意向を受
けて養護老人ホームの施設機能を活用した支援も実施している。例えば農作業をしたい
方には、法人所有の畑で作業してもらう。 

  雫石町は山間部の町なので、地域的な互助の風潮や親戚縁者との関係もそれほど希薄
ではない。支援対象になりそうな状態であっても、何とか持ちこたえている場合が多い。
また、⽥畑、山林、⻑年住み慣れた住居を有する場合は、住み替えは一大決心を要するも
のであるため、簡単に本事業の利用に踏み切れないという実態もある。ただ、事業の対象
となりそうな低所得で居住環境も良好とは言えない高齢者も潜在的にいるので、関係機
関などの協力を得ながら、生活状態を把握して事業の利用に結びつけていきたい。そのた
めにも、地域的な関わりを継続しながら、地域生活を維持していくための支援内容や支援
体制の充実を目指していきたい。 

厚生労働省から町の独自事業へと切り替わったが、町は高齢者を含む低所得者等がで
きるだけ地域生活を維持するためのシステムの一環として、また、空き家活用という面か
らも対象者を拡大しつつ実施していきたい意向を持っている。また、養護老人ホーム松寿
荘としても、地域生活を具体的に支えるための生活支援サービスの創意工夫に努めて、施
設機能を生かした事業運営により、関係機関の協力を得ながら利用者の掘り起こしと地
域生活支援をさらに進めていきたい考えである。 

  利用者にとっては、施設か在宅かという二者択一ではなく、中間的な意味で生活する場
の新たな選択肢の一つになる。住み慣れた地域で縁者や知人と関わりを持ちながら生活
が継続できる。また、本人の自己決定による生活が可能になるといったメリットもある。 

  養護老人ホームは地域での事業展開がないので、モデル事業以後、施設内の低所得高齢
者等への生活支援を地域へ展開するチャンス、施設の役割や機能を認識してもらえるチ
ャンスと捉えて取り組んできた。全国には 900 を超える養護老人ホームがあるので、同
様に同じような活動をしてもらえるよう働きかけていきたい。 
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③横手市市⺠福祉部社会福祉課（秋⽥県横手市） 
  横手市では、平成 27 年４月より生活困窮者の相談窓口を社会福祉協議会に委託して実

施してきた。今年度１月末時点での生活困窮者自立相談支援事業における相談総数は 696
件、相談者数は 213 人である。うち住まいに関する相談は 99 件であり、令和元年度は 43
件だったので 2.3 倍に増加した。住まいに関する相談への対応は、住居確保給付金の情報
提供が最も多くて 113 件、生活保護へのつなぎが 54 件、生活福祉資金の情報提供が 17
件である。この取組を通じて、生活困窮者は複合的な課題を抱えており、家計の再建だけ
でなく、様々な支援を必要としていることがわかった。 

  横手市では今年度､障害者の親亡き後に備えて、①相談、支援、②緊急時の受入れ･対応、
③体験の機会・場、④専門的人材の確保、⑤地域の体制づくりの 5 つの機能を備える地域
生活支援拠点を既存のサービス事業所との連携により面的に整備している。障害者の重
度化・高齢化が進むなど、専門的な人材が不足する中で、分野を超えた連携が必須である。 

  平成 31 年 3 月には横手市居住支援協議会が設立された。東北地方整備局による伴走支
援プロジェクトに準じた支援を受けることができ、研修会、福祉関係者との情報交換会、
住宅関係者との意見交換会を行った。保証人や緊急連絡先の問題への対応など、協議会で
様々な事例を蓄積しながら情報共有していくことになった。良い方向に向かって進んで
いたが、その後、新型コロナウイルス感染拡大や大雪の影響もあって、中断してしまって
いる。それでも少数ながら住み替え相談があって、令和元年度は 7 件の相談と 6 件のマ
ッチング、今年度は 2 件の相談とマッチングが行われた。 

  秋⽥県内の市部で唯一の居住支援協議会であることから、県からの相談もあって「秋⽥
県地方再犯防止推進モデル住居確保事業」を行うことになった。更生保護対象者で横手市
に居住希望している刑余者を対象として住宅のマッチングを行うものであるが、初期費
用や緊急連絡先の問題で、まだ帰住実績はない。 

  厚生労働省のモデル事業としては、平成 27 年に高齢者くらしのサポートセンターを設
置（8 法人 16 か所）、平成 31 年には横手市居住支援協議会設立とともに会員として 8 法
人が加わった。今も活動しているのは 3 法人、それ以外の法人はサポートセンターの看
板を下ろしたわけではない。行政の担当者の異動によって事業が衰退するという典型例
となってしまった。 

  高齢者や障害者は、家があっても本人による管理は困難で、適切な生活支援がなければ
暮らし続けることはできない。マッチングを行っても、家賃や保証人の問題などが解消で
きなければ意味がない。そこを福祉側・住宅側でどう支援するか、協議会で話していくし
かない。モデル事業があったから、部門を超えて連携する居住支援協議会という組織もで
きた。行政の各部門が策定した各種計画には「居住支援協議会の活用」と記載している。   
居住支援協議会の活動は、まだ情報共有とマッチングにとどまっており、計画したように
は進んでいないが、理解を示す事業者もいるので、少しずつでも前に進めていきたい。 

 居住支援協議会としては、行政と⺠間団体、福祉・不動産関係者との連携による支援強化、
窓口の一本化、物件の確保と活動の周知などが今後の課題である。  
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④社会福祉法人福岡市社会福祉協議会（福岡県福岡市） 
  福岡市社協による住まいに関わる一体的支援の枠組みは、⺠賃への転居支援（住まいサ

ポートふくおか）、死後事務・就活（ずーっとあんしん安らか事業、やすらかパック事業、
就活サポートセンター）、ファンドレイジング（寄付付き商品、遺贈）、空き家の福祉活用
（社会貢献型空家バンク事業）の４つの柱からなる。 

  居住支援の大きな柱である「住まいサポートふくおか」は、平成 26 年度にモデル事業
に採択されて実施し、その後、平成 29 年度以降は、福岡市居住支援協議会の事業に位置
づけて実施している。これは、福岡市社協の中にコーディネーターを配置し、主に高齢者
の方を対象として入居相談を受け、登録している協力店・支援団体と協力しながら、支援
団体などで構成されるプラットフォームも構築し（現在 14 支援団体が登録され定期的に
プラットフォーム連絡会議を開催）、⺠間賃貸住宅への入居・生活支援を行うものである。
平成 26 年の事業開始から昨年度末までの相談支援件数は 1,058 件、そのうち⺠間賃貸住
宅へ入居・成約した件数が 243 件である。 

  令和元年度以降の動きとして、「住まいサポートふくおか」は、これまで高齢者を対象
としていたが、令和元年度から障がい者を対象としてモデル的に実施している。また、令
和２年度に居住支援法人の指定も受けており、高齢者、障がい者以外の生活困窮者等への
支援も行っている。また、保証人や緊急連絡先が確保できない方など向けに住居を紹介で
きるようにするため、サブリースの仕組みづくりも準備しているところである。 

  死後事務に関連する事業は、現在「ずーっとあんしん安らか事業」と「やすらかパック
事業」の２つの事業を行っている。「ずーっとあんしん安らか事業」は、預託金（最低 50
万円）を預かり、葬儀・納骨などのほか付随して見守りや入退院支援なども行う。こうい
った終活の相談、死後事務を受けていると、保証人や緊急連絡先の相談も多く、平成 31
年度から「終活サポートセンター」を立ち上げて相談を受けている。なお、預託金を用意
するのが難しい方には、平成 29 年度から「やすらかパック事業」を始めており、少額短
期保険を利用して毎月 3,000 円から 7,500 円の支払いによって死後事務を行っている。 

  事業を展開していくと、必ず財源問題が出てくる。そこで、ファンドレイジングを開発
した。一つが寄付付き商品の開発、金額として大きいのがもう一つの遺贈である。不動産
の遺贈については、一般社団法人古家空家調査連絡会と連携して行っている「社会貢献型
空家バンク」の設立があり、これまで７つの実践事例がある。そのうちの一つは、現在、
障がい者のシェアハウスとして４名の入居者がいる。 

  居住支援に関しては 4 つの大きな領域があるが、これらの一体的支援の実現に向けて
は、多職種・他機関との連携なくしてあり得ない。自分たちだけでやるのではなく、様々
な職種や機関を見つけ、協力関係を結んでいくことが大事だと思っている。 
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（４）総括質疑 
 
 ≪連携協議体を継続的に運営するためのコツ≫ 

 ○行政の担当者の異動によって取組がストップしてしまうリスクがあるため、そうなら
ないように専任職員を配置するなど対策を検討している。横手市では「高齢者くらしの
サポートセンター」を設置したが、担当者が異動したことで活動がストップしてしまっ
たとのこと、その理由をどのように分析しているのか。また、福岡市社協には、人が代
わっても活動が維持される秘訣があれば教えてほしい。 

 ➡横手市の居住支援の取組は福祉側主導で進めてきて、様々な課題を抱える中で、それら
を解消する一つのきっかけとして住宅側との連携に期待する面もあったが、そのよう
な福祉側・住宅側とで意識の共有化がなされなかったことから、居住支援協議会の活動
が頓挫してしまったものと考えている。 

 ➡福岡市でも、居住支援協議会には行政の住宅・福祉部局が入っている。その中で、福岡
市社協が双方の間に立ってつなぎ役、橋渡し役を担っている構図が奏功している一つ
の要因かと思っている。 

 ➡京都市のケースでも行政担当者が代わると活動がストップしてしまう可能性があるが、
社協や社会福祉法人等の他の機関、リガーレ暮らしの架け橋などが継続的に関わって
いることが活動継続に貢献しているのではないか。 

 
 ≪連携組織間での情報共有≫ 

 ○行政窓口で得た情報を協力不動産業者へ伝える、共有するにあたって、個人情報保護が
問題となる。社協が窓口となっている福岡市ではどのように情報共有を行っているの
か。また、死後事務の保険料納入がストップした際には、何か担保を付けているなど、
途中で止まった場合のケースへの対応をどのように想定しているのか。 

 ➡情報共有については、利用者から同意書をもらうとともに、関係者間で共有する内容
（フォーマット）を定めている。現在、弁護士とも相談しながら、個人情報の共有範囲
を追加検討しているところである。 

 ➡死後事務委任契約があるので、不動産業者や大家からアパートの住み替えを了承して
もらえている。ただし、利用者が死後事務委任契約を解約するケースも十分あり得る。
現状では束縛することはしていないが、そういう相談があったときには、アパートの住
み替え条件に付随しているものだという理由を説明して、契約を継続してもらうよう
にしている。 

 
 ≪地域住民との協力体制の構築≫ 

 ○本別町では、地域の住⺠ボランティアを巻き込んで「あんしんサポート」（あんしんサ
ポーター）を構築しているが、上手く地域の方を巻き込むにはどうすればよいか。 
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 ➡在宅福祉ネットワーク活動の情報交換会を年 2 回実施しており、コロナ禍以前には地
域福祉の担い手が 100 人くらい参加していた。そこで、どういうことが地域課題にな
っているのか地域の方々と共有し、それを解消するためにサポーターになってもらえ
ないか説得する。サポーターの方からも活動報告してもらう機会を設けている。そうい
った会議の場も重要だが、サポーターが身近な相談窓口として機能しており、利用した
方の口コミというのもあると思う。 

 
 ≪不動産の「遺贈」≫ 

 ○福岡市社協からは、不動産の遺贈の事例を 7 事例紹介してもらったが、それらの事例
から遺贈を促進する共通点があれば伺いたい。 

 ➡遺贈は 7 事例あると話したが、実際、遺贈によって空き家活用ができたのは１事例に
とどまる。まだ具体的に活用できていない物件もある。今後、単身高齢者の増加に伴っ
て遺贈も増えていくと思われるが、いずれ取り合いになる可能性もあると思っている。
まだまだ「遺贈」が認知されていないこともあって、現時点ではどこに遺贈するかとい
うと福祉や医療、教育関係へという流れになる。今後は、遺贈の意味と本人にとっての
メリットをきちんと伝えつつ、情報発信しながら広めていきたい。不動産の遺贈は税金
関係などの問題もあるので、一つの法人がすべてを担うのは現実的ではない。それより
は、公益的な組織など、地域の中で遺贈の枠組みを整えることが必要になると思われる。 

 
 ≪参考情報≫ 

 ○厚生労働省では、令和 3 年度から「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業」を予算化
し、行政職員や有識者を派遣して、検討のサポートをすることになった。 

 ○国土交通省では、居住支援協議会等への活動支援について令和 3 年度から拡充した。
昨年度と大きく違うところは、例年、4 月の年度当初からこの補助金が使えないかとい
う要請が多かったので、それに対応し公募時期を早めた。 
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２．本事業の成果と展望 

 
日本大学文理学部社会福祉学科 教授 白川 泰之 

 
Ⅰ．本年度の事業の背景 
 本事業では、居住支援に新たに取り組む社会福祉法人等の事業の立ち上げに向けた議論
に参加・助言を行うとともに、事業実施に当たっての課題と対応策の整理を行うことを目
的としていた。 
 例年の状況であれば、数回は現地に赴き、対面で議論や勉強会を行うことになったであ
ろうが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から様々な制約があり、なかなか思
うような動きが取れなかったことが悔やまれる点として挙げられる。しかしながら、そう
した中にあっても、対象 3 団体それぞれが、今後の取組に向けて第一歩を踏み出す取組を
進めることができたのではないかと考えている。 
 
Ⅱ．三自治体の取組に対する評価 
（１）東京都足立区 
 足立区については、都内ということもあり、高齢者住宅財団と筆者も参加する形で、３
回にわたる検討会を行うことができた。年内の居住支援協議会設立という明確なゴールの
もとに取組を進めた。 

足立区は、本事業の前から、既に住宅部局と福祉部局とが連携し、勉強会の開催や、
「足立区地域包括ケアシステム推進会議」に「住まい部会」を設置するなど、居住支援に
向けた体制づくりの機運と下地は存在していた。 
 当初予定していた不動産関係団体へのアンケート調査や地域包括支援センターなどへの
アンケートの実施は困難になったものの、できる範囲でヒアリングも行いながら、不動産
関係団体の意向を汲み取った形での事業案の策定に至った。また、12 月 4 日には、第 1 回
の「足立区居住支援協議会」を開催しており、所期の目的を達成することができたといえ
る。 

今後は、事例の積み重ねの中から必要な支援メニューを把握し、既存の区の福祉事業で
対応できるもの、新たにメニュー開発が必要なものとの仕分けをしつつ、支援体制の強化
が望まれる。 
 
（２）滋賀県東近江市 
 社会福祉法人六心会を取組主体として、五個荘地区における居住支援の基盤づくりが行
われた。本年度を「基盤形成期」と位置づけ、市役所との協力関係づくり、五個荘地区内
での協力関係づくり、同法人・市・地区とのラウンドテーブルづくりが進められた。 
 六心会での取組の特徴は、上記三者に高齢者住宅財団を含めた形で、様々な組み合わせ
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でミーティングを積み重ねてきたことにある。法人内部でのコア会議、東近江市役所との
居住支援ミーティング、法人・市・地区に高齢者住宅財団も含めた意見交換会を行ってい
る。このように関係各層を適宜組み合わせ、意識合わせが行われてきた。また、天理市の
やすらぎ会への先進地視察を行い、居住支援のイメージを固めていく取組も行われた。多
い時で月 5 回のミーティングや関係者へのヒアリング等を行うなど「基盤形成期」として
充実した活動を行うことができ、今後の足場を固めることができたと評価できる。 

今後は、関係者との間で具体的な事業のビジョンを描き、共有しながら、居住支援に活
用可能な資源の把握・整理を行っていくことが期待される。 
 
（３）大分県日出町 
 社会福祉法人暘⾕福祉会を取組主体として、より魅力的で夢のある町、住⺠にやさしく
暮らしやすい町を目指し、地域福祉・生活課題への取組の一環として居住支援を進めるこ
ととなった。 
 同法人では、まず、町勢の分析、障害者の支援状況と支援における課題の把握・整理、高
齢者の居住支援ニーズに関する課題の把握を行った。また、日出町の政策推進課、健康増進
課、福祉対策課、都市建設課の 4 課、及び日出町社協の間で「連携検討会議」を開催した。
このほか、勉強会の開催などのステップを踏んで、10 月 29 日には、「日出町居住支援関係
者連絡協議会」を設立している。 

さらに、町内で不動産の売買と賃貸を行っている業者へのアンケート調査を行い、入居者
とのトラブル、住宅確保要配慮者の入居への抵抗感、必要な支援に関して整理を行った。 
 このように、行政との連携体制づくり、福祉ニーズと不動産業者のニーズの把握、整理
を行うことができたことは、今後の取組を進める上での基盤づくりを進めることができた
と評価できる。また、具体的な事例について居住支援のシミュレーションも行っているこ
とから、今後は、具体的な支援メニューを組み合わせてどのような対象者の居住支援が可
能かを検証しながら、少しずつ事例の積み重ねが進んでいくことが期待される。 
 
Ⅲ．総括・展望 
 居住支援の体制づくりは、その地域の人口規模、高齢化率、地域の資源など、それぞれの
事情に応じて展開していく必要がある。本事業では、人口規模の異なる 3 団体が居住支援
の体制整備に向けた取組を進めたが、共通して、関係者との連携の場づくりやヒアリングな
どを通じた実態把握を行っている。こうした居住支援の「下地」を地道につくり上げ、把握
することは、時間がかかるが、その後の事業を着実に進める上では欠かすことができない。
今後とも、フォーマル・インフォーマル両面で、協議を地道に重ねながら事業の具体的なイ
メージを関係者とともに描き、そして、ハードルを上げすぎずにできるところから実行に移
していくことを期待し、また、エールを送りたい。 
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現下の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、住居の問題が、社会的・経済的に不安定な
層に深刻な打撃を与えていることは想像に難くない。事実、国は、住居確保給付金の要件の
緩和や支給期間の延⻑を行うなど、住居確保にこれまで以上の対策を講じてきている。こう
した状況がどの程度継続するかは見通せないが、短期的な課題と楽観視することなく、政策
課題として捉えていく必要がある。さらに、地域共生社会の実現に向けて、「断らない相談
支援」の実施など、分野の垣根を越えて住⺠の生活課題に対応することが求められるが、そ
の際、居住支援は 1 つの柱として避けて通ることのできない支援メニューとなっていくで
あろう。地方公共団体や福祉関係の団体は、生活の基盤である住居の重要性を今一度認識し、
居住支援体制の確立に向けて一歩を踏み出すことが求められる局面を迎えているといえる
だろう。 
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３．居住支援を通して新たな地域包括ケアシステムを目指す 

 

社会福祉法人やすらぎ会 住まいの生活支援事業担当 吉田真哉 
 
私が所属する社会福祉法人や

すらぎ会（以下、やすらぎ会）で
は、平成 26 年 10 月より「低所得
高齢者等住まい・生活支援モデル
事業」を通して、天理市内を対象
に居住支援事業を展開してきた。
やすらぎ会では、平成 18 年より
天理市からの委託で天理市東部
地域包括支援センターを運営し
ており、同地域包括支援センター
に寄せられる相談の中で、住まい
に関する相談が一定数あったこ
とが、やすらぎ会としての課題意識につながり、居住支援事業を始めるきっかけとなった。 

居住支援事業を始める際、一番の課題となったのは、不動産業者と全く繋がりがなかった
ことであった。そこで、住まいの確保に関しては、宅建協会天理支部加盟の不動産業者 30
社に対して、事業概要を説明の上、協力依頼を丁寧に行った。また、この事業を実施するに
あたり、やすらぎ会では宅建資格所持者を雇用し、不動産業者との協議を行ったのだが、福
祉専門職と不動産専門職との間で価値観や共通言語が異なるために生じる不具合の解決な
ど、双方のつなぎ役として宅建資格所持者が大きな役割を果たしたといえる。結果として６
社が事業協力登録店として登録、現在は８社となっている。 

並行して地域とのネットワーク再形成のため、地域包括支援センター、介護保険事業者や
社会福祉協議会のほか、⺠生児童委員会やふれあいサロン、公⺠館などに事業説明を行った。
これらは単に事業の説明を行い、協力を求めるだけではなく、潜在的なニーズ発掘の場とし
て、延べ 400 回以上訪問を繰り返した。ここで面白いのは、主に支援者は居住支援事業に
理解を示す一方で、受援者は居住支援事業に対し懐疑的・否定的な見解を持つことが多い傾
向にあったことである。これは地域において、居住支援の認知がなく、そのニーズも一般的
には表出していなかったことからの反応で、居住支援の標準化も事業開始当初は大きな課
題であったといえる。この課題に対し、メディアを活用したアプローチなどを行い、事業実
績の蓄積の中で、その効果と有用性が認知されることで徐々に解消されていくこととなっ
た。 

生活支援に関しては、定期的な見守りと相談支援を軸にして、介護保険サービスや地域活
動への繋ぎを行うほか、緊急通報装置の設置委託契約や家賃債務保証の連携協定なども行
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いながら、個別ケースによって支援内容を検討している。これは、大家や不動産仲介業者の
不安解消への取組に繋がるものであるが、対象者をアセスメントした上で、対象者の希望・
客観的必要性・抱える課題を踏まえて、必要な支援及び既に介入している支援をプラン化す
る。このプランは、法人内転居支援委員会で合議し、対象者の承認を得た後に、家主・不動
産仲介業者に提示する。これは対象者がどのような課題を抱え、どのような支援を受けてい
るのかを見える化し、社会との繋がりを明確にすることで、家主・不動産仲介業者の不安軽
減に繋げるのが狙いであった。しかし、日常的な連携と事業実績を重ねることによって、や
すらぎ会が関わっていることが安心の担保となり、現在は支援プランを求められることは
なくなっている。 

 

 
 
 
また事業対応の中で、いわゆる孤独死で終焉を迎えたケースも 2 件あり、うち 1 件は見

守り訪問で死亡しているのを発見したケースであったが、家主・不動産仲介業者とトラブル
に発展するようなことはなく、スムーズな解約と明け渡しが出来るよう支援すると共に、保
証人に対して居室の特殊清掃や残置物の処理に火災保険が適用される等、情報提供とその
手続きの支援を行った。これらはイレギュラーな対応ケースであるが、一般的に死後事務処
理は家主・不動産仲介業者の多くが気になるところである。 

我々は高齢者に対して居住支援で介入する際、転居から退去もしくは死亡までを想定し
て支援に入る。一定の年齢以上の高齢者が転居をするとき、そこが終の棲家になる可能性が
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高い。賃貸住宅に居住する高齢者が終末期を迎える場合、手厚い在宅介護体制を整えたとし
ても賃貸住宅で看取りを行うことを了承する家主・不動産業者は非常に少ないと考えられ
ることから、今後、居住支援事業の更なる拡がりによって、このような課題に対する議論が
進み、解消されていくことを期待する。 

 
こうして平成 26 年 10 月から、高齢者を対象として展開してきた低所得高齢者等住まい・

生活支援モデル事業であるが、平成 30 年１月に奈良県住宅確保要配慮者居住支援法人の指
定を受け、対象を住宅確保要配慮者全般に拡大する。これに伴い、支援ネットワークも障害
福祉分野や児童福祉分野などにも拡大していく。この頃になると、やすらぎ会が居住支援事
業を行っていることが周知され、関連機関へのアウトリーチもスムーズに行えるようにな
ったことに加え、事業開始当初は協力に否定的であった不動産仲介業者から、協力店への登
録の申し出や、不動産仲介業者からの相談が入るようにもなり、信頼関係が構築され、地域
における一般的な認知と事業としての効果が実感できるものとなったのである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居住支援にとって、家主・不動産業者との連携は非常に重要である。転居に係る相談に対
応するには住まいの確保が必要である。しかし、居住支援の目的は転居を支援することだけ
ではなく、相談支援の中で、対象者の抱える課題を受け止め、それを解決に導く手段の一つ
が転居であり、選択肢の一つに過ぎない。地域にある社会資源を組み合わせ活用することで、
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対象者が抱える課題を解決・解消し、地域での安定した生活が送れるように支援することが
目的であり、居住支援とは、日常生活における総合相談支援であると考える。居住支援に係
る地域でのネットワーク形成や連携は協働を促進し、地域の社会資源の活性化を図り、地域
包括ケアシステムに繋がっているものである。居住支援の対象は高齢者に限ったものでは
ない。住宅確保要配慮者の枠組みの中で居住支援を俯瞰すると、属性や世代に捉われない新
たな地域包括ケアシステムが見えてくるのではないだろうか。 

一方で、より広域的な観点では居住支援主体の横の連携の必要性も感じる。多様な理由に
より移住などの広域的な居住支援が必要なケースは、居住支援主体間での連携対応の必要
がある。現状は、居住支援主体が独自に必要な地域の居住支援主体を探している。このよう
な場合、広域的に主体同士のマッチングを行える仕組みがあれば、さらに居住支援の可能性
が広がるのではないか。 

 
今回は、東近江市・社会福祉法人六心会（以下、六心会）の取組に関わらせていただいた

が、六心会の丁寧な働きかけを行政が真摯に受け止め、共通の課題意識を認識できた。私が
参加させていただいた会議でも前向きな熱量を感じられるものであり、官⺠共同体制が出
来たことは大きな期待が持てる。東近江市行政においても、複数の福祉制度所管課と住宅部
局が参画しており、縦割り行政に居住支援が横串となって、横断的な連携体制が構築されて
いる。コロナ禍の中で大変なご苦労があったと思うが、六心会・東近江市・地縁組織を核と
してプラットホームを構築し、実践的な議論に入っていくであろう。今後の展開に期待した
い。 

 
 
  

32000165 高齢者住宅財団.indd   15332000165 高齢者住宅財団.indd   153 2021/04/20   10:58:482021/04/20   10:58:48



−144− 

４．今後の取組の普及に向けて 

 

（１）居住支援をはじめる第一歩 
 

 本事業をスタートする上で、最初の大きなハードルが、居住支援の取組意向をもつ社会福
祉法人や自治体と、どのように出会うかであった。 

 今回、地方公共団体が１団体、社会福祉法人２団体が、本事業に参画した。 

 足立区については、すでに居住支援協議会設立を目指して、行政主導で体制整備の途上に
あり、足立区地域包括ケア推進会議「住まい部会」委員でもある白川泰之教授（日本大学）
から声をかけていただいた。機能的な協議会にするため、相談窓口体制や支援メニューの開
発等を、スピード感をもって進めたいという意向をお持ちであった。 

 白川教授とともに、「低所得高齢者等すまい・生活支援モデル事業」等での支援経験を踏
まえ、足立区がその時々に抱える課題について、他の先行自治体の事例等を紹介しながら、
共に考え、協議会設立に至るまでバックアップを行った。 

 一方、取組意向をもつ社会福祉法人については、京都市でのモデル事業推進のキーパーソ
ンであった、社会福祉法人リガーレ暮らしの架け橋の⼭⽥尋志理事⻑に相談をした。⼭⽥理
事⻑は、社会福祉法人のグループ化を全国に先駆けて行い、社会福祉法人グループ「リガー
レ」は、⼭⽥理事⻑と思いを共にする８つの社会福祉法人から構成される。 

社会福祉法人六⼼会（滋賀県東近江市）は、リガーレグループに参加し、⼭⽥理事⻑から
かねてより京都市での居住支援の取組を耳にして、関⼼を抱いておられた。六⼼会の堤理事
⻑に対し、本事業により居住支援の立上げ支援を行う旨、⼭⽥理事⻑から情報提供をいただ
いたところ、五個荘地区の住⺠や行政とともに、地域課題を解決するためにやってみたいと、
声をあげていただいた。 
 その後、六⼼会を起点として、東近江市の福祉部局においても、障害者の住居確保に苦慮
した経験が結びついて、庁内の関係部局が横断的に参加をした「東近江市居住支援にかかる
意見交換会(11/2)」や天理市やすらぎ会視察（12/25）の試みに発展したことは、前章で記
載した通りである。 
 また、社会福祉法人暘⾕福祉会（大分県日出町）の柿本貴之理事⻑は、全国社会福祉法人
経営者協議会（以下、「経営協」）の高齢者福祉事業経営委員会委員⻑を務めておられる。経
営協でも、数年前から、公益的観点から居住支援に取り組むべきという論調があり、柿本理
事⻑も強い関⼼をお持ちであった。 

柿本理事⻑は、日出町固有の空き家問題や移住・定住促進とも結びつけながら、日出町役
場とも連携体制をつくり、第１回日出町勉強会（10/29）において、「日出町居住支援関係者
連絡協議会」を設置することとなった。 

 以上から、潜在的に、居住支援に関⼼をもつ自治体や社会福祉法人は一定数あると想定さ
れ、そういった自治体・社会福祉法人とどのように接点をもち、どのように最初の第一歩を
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踏み出していただくかが、普及のポイントである。 
 また、居住支援は、「住宅・福祉連携」と「官⺠協働」が必要条件であることから、行政
の単独部署や、単独法人で完結するものではない。地域ニーズを把握したり、地域の他業種・
他機関に働きかけて居住支援体制づくりを行うために、取組主体が動きやすいよう、国や実
践者、専門家等による外部からのサポートが有効である。 

令和 3 年度に、厚生労働省が、「高齢者住まい・生活支援伴走支援事業」を予算化してい
る。同事業により、今年度、3 団体に対して行ったサポートを、より対象を広げて実施する
ことが可能となる。 
 この伴走支援事業を、行政や福祉関係団体等を通じて広く周知し、居住支援に関心のある
自治体や社会福祉法人が、第一歩を踏み出すきっかけになることが期待される。 

 
高齢者住まい・生活支援伴走支援事業（令和３年度予算案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（厚生労働省資料） 

 
（２）３地域の取組概要と今後 
 
 足立区（行政主導）の既存の連携基盤としては、行政内の住宅部局と福祉部局、地域の不
動産団体との関係性があった。その上で、居住支援協議会という推進体制をつくり、そこで
の協議を踏まえて、具体的な支援の枠組みを構築していく予定としている。居住支援には
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「定型」がないだけに、先行事例においても活動しながら必要な支援を付加したり、支援の
内容を見直している。最初からフルスペックで揃えるよりは、必要最小限でスモールスター
トするのも、新規事業を立ち上げる際には大事な考え方だといえる。 
 次のステップとしては、設立した居住支援協議会と住まいの相談会を実際に運営してい
きながら、住まいに関する生の声を吸い上げ、それに対応する支援メニューを具体的に設計、
付加していくことが求められる（行政だけでなく⺠間のサービス提供事業者との連携含む）。 
 東近江市と日出町は、社会福祉法人が主導する地域であったが、2 地域に共通していえる
ことの一つに、行政との良好な関係性が挙げられる。 
 六心会（東近江市）は、法人の地元である五個荘地区において、地域公益活動の一環で地
域のまちづくり団体・協議会の事務局を担うなど、地域住⺠・関係者等との連携基盤が既に
あった。それに加えて、行政との関係構築を進めていった。組織内部の会議と外部関係者と
の会議を定期的に開催していくことで、互いの認識も深まり、信頼関係の構築につながった
ものと考えられる。さらに、行政内部においても、居住支援は福祉と住宅の 2 つの分野に関
わる問題と認識されており、福祉部局と住宅部局が連携・協力する体制ができていった。 
 次のステップとしては、行政や地域関係者との関係をさらに深化していくとともに、協力
的な不動産業者の発掘・関係構築（関係者の拡大）が求められる。 
 暘⾕福祉会（日出町）は、特別養護老人ホームのほか住宅型有料老人ホーム、サービス付
き高齢者向け住宅といった入居施設から在宅サービスへと事業を展開し、さらに高齢者か
ら障害者、児童などへと支援の対象も拡大してきた。その中で、共通する課題として居住支
援のニーズが一定程度あるものと考えていた。それを客観的に把握するためにも、入居者や
サービス利用者、地域の不動産業者等から情報を収集、データを積み上げて分析し、シミュ
レーションすることで居住支援のイメージを膨らませてきた。併行して、この間、居住支援
関係者連絡協議会を設立し、行政等関係者の協議の場を設けてきた。 
 次のステップとしては、暘⾕福祉会が情報収集・分析した住まいに関する課題を地域の中
で共有化していくこと、不動産業者との連携の枠組みを構築することなどが求められる（住
むケアおおいた等の不動産系の居住支援法人との連携含む）。 

 居住支援の取組が全国的に普及・定着しているわけではない中で、知見のある学識者や実
践ノウハウを持つ実務者（先行事例）による伴走支援は、手探りの状態で活動を進める 3 地
域にとって意義のあるものだったと考えられる。 
 本事業の中では、「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」実施自治体から、モデ
ル事業終了後の取組経緯について報告があった。先行するモデル事業実施自治体は、さらに
取組を進展・拡大させ、ノウハウを習得していることもあり、居住支援に取り組んでいる地
域・団体のネットワークによる知見やノウハウの蓄積・共有も必要であろう。 
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（３）今後の取組の普及に向けて 
 
 地域の中で居住支援を進めようとする主体者（行政、社会福祉協議会、不動産関係者、社
会福祉法人など福祉関係者等）の違いによって、また社会資源の有無やそのほか様々な地域
特性の違いによって、その進め方や課題・問題の大きさは異なる。しかし、そのような中に
あっても、同じように挙げられる課題（キーワード）もある。必ずしも正しい答えがあるも
のとは限らないが、今後、居住支援の取組を考える地域・団体にとっての参考として、いく
つか代表的な項目を例示する。 

 
●行政内の福祉・住宅部局の連携を進めるには？ 
 ・居住支援には、行政と社会福祉法人等の支援団体との連携もさることながら、行政内の

関係部署のヨコの連携も必要となる。行政内の連携を図るためには、行政以外の支援者
も含めて、関係部署・関係者が一堂に会するような情報交換の場を定期的に設置し、ど
のような組織体制にすべきかも含めて、時間をかけて話し合うことが必要である。 

 
●連携体制を継続していくには？ 
 ・支援の担い手である社会福祉法人や社会福祉協議会等、モチベーションの高い法人が主

導していると、その法人が核となって行政やそのほかの関係組織との連携も進み、地域
に居住支援のネットワークが形成されていく。 

 ・特に大規模な自治体・地域では、一法人の力は限られるので、多くの法人同士の連携が
求められる。多様な法人とネットワークを組むことで、一つの法人の負担を減らすよう
な仕組みも大切である。 

 ・居住支援に取り組む複数の法人が集まって定期的に会議を開催し、取組上の課題や問題
を共有すること、また新規に参加する法人にノウハウ等を提供していくことで、会議体
の課題解決力が高まる。        〔京都市高齢者住まい・生活支援事業の例〕 

 
●高齢者等に対する不動産業者・大家のイメージを変えていくには？ 
 ・不動産業者や大家と入居を希望する高齢者を実際に引き合わせることで、「高齢者とい

っても元気なんだ」という認識を持ってもらい、イメージを変えていくことにつながる。
それが、不動産業者や大家にとっての安心感につながる。 

 ・居住支援を行っている社会福祉法人等の担当者、入居を希望する高齢者、不動産業者を
交えて三者面談を行うなど、支援者が伴走していることを示すことで安心感につながる。 

                     〔京都市高齢者住まい・生活支援事業の例〕 
 
●福祉関係者・不動産関係者の役割分担とは？ 

・居住支援活動全般を一つの法人が担うのは、あまり現実的ではない。支援する法人が居
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住支援活動のどの部分に強みを持つのか、どの部分をターゲットとするかを考え、例え
ば入居前支援（住宅確保）に強みがあれば、入居後支援（見守り等）は地域の福祉関係
者と分担するなど、連携を前提とした支援体制を整えていく必要がある。 

 
●居住支援のメニューはどこまで準備しておくべきか？ 

・生活の中で段階的に必要となる支援メニューや生活の変化とともに不要となる支援メ
ニューもある。まずは必要最小限の一つの仕組みを立ち上げて、ブラッシュアップして
いくことも考えておくべき。 

・⺠間にも様々な支援・サービスがあるので、制度内外のサービスを組み合わせて支援の
枠組みを構築していくべき。 

 
●緊急時（24 時間対応）はどこまで対応するのか？ 
 ・緊急時（24 時間対応）には法人内の特別養護老人ホームに連絡がくるようになってい

る。活動初期は、不動産業者や家主から緊急時の対応を求められたが、体制を整えてい
ることを理解してもらってから要求はなくなった。 〔社会福祉法人やすらぎ会の例〕 

・リガーレ暮らしの架け橋と利用者との間で週 2 回の見守り（1 回は電話、１回は訪問）
を契約し、その上で利用者と不動産業者の契約が成立する形となっている。24 時間対
応よりも、安否確認をするということの方を重視している。 

〔京都市高齢者住まい・生活支援事業の例〕 
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